
全
乃
夫
局
、
。
ル

西
周
土
地
移
譲
金
文
の

一
考
察

は

じ

め

に

一
袈
街
諸
器
の
分
折

二
「
田
」
と
呈

三
散
氏
盤
の
分
析
|
「
回
」
と
邑

お

わ

り

に

t主

じ

め

第
四
十
三
巻

第
一
競

昭
和
五
十
九
年
六
月
護
行

松

宣
加

徳

井

-1-

一
九
七
五
年
に
険
西
省
岐
山
鯨
董
家
村
の
昼
間
臓
中
よ
り
護
見
さ
れ
た
三
年
衛
霊
・
五
肥
衛
鼎
・
九
年
衛
鼎
を
中
心
と
す
る
蓑
衛
諸
器
は
、
そ

(1
〉

れ
ら
に
闘
す
る
論
考
の
敷
か
ら
も
十
分
窺
え
る
よ
う
に
、

皐
界
の
大
き
な
注
目
を
集
め
た
。
そ
こ
に
-
記
さ
れ
て
い
る
銘
文
は
、
お
そ
ら
く
は

『
周
躍
』
天
官
・
司
蓑
に
相
嘗
す
る
で
あ
ろ
う
職
掌
を
持
っ
た
華
街
な
る
人
物
の
所
領
の
形
成
に
闘
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
考
察
を
通
し
て

酒
周
時
代
の
土
地
制
度
を
探
り
う
る
も
の
で
あ
っ
允
か
ら
で
あ
る
。

1 



2 

『
周
膿
』
秋
官

・
司
約
の
「
凡
そ
大
約
剤
は
宗
舜
に
書
す
」
と
い
う
語
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
青
銅
器
は
宗
廟
に
お
い
て
子
々
孫
々
に
及
ぶ

ま
で
永
く
賓
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
鋳
込
ま
れ
た
金
文
は

一
種
の
文
書
と
し
て
機
能
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
金
文

に
文
書
と
し
て
の
機
能
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
一
定
の
形
式
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
嘗
然
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
買
際
、
西
周
初

期
の
貝
朋
を
中
心
と
し
た
賜
興
を
記
す
「
費
貝
賜
興
形
式
金
文
」
や
中
期
以
後
に
多
見
す
る
車

・
服
の
賜
輿
を
伴
う
策
命
を
記
す
「
官
職
車
服

(

2

)

 

策
命
形
式
金
文
」
と
い
っ
た
形
式
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
に
も
「
以
:
:
・告
」

と
い
う
訴
訟
に
閲
す
る
書
式
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

(
3〉

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
土
地
の
移
譲
と
い
う
契
約
的
要
素
の
強
い
内
容
を
持
つ
護
衛
諸
器
や
そ
の
他
の
土
地
移
譲
闘
係
金
文
も
文
書
と
し
て
一
定
の

ハ
4
〉

形
式
を
具
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
形
式
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
嘗
時
の
土
地
移
譲
を
考
察
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
移

寵
さ
れ
る
土
地
の
支
配
・
管
理
の
形
態
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

華
街
諸
器
の
分
析

- 2ー

三
年
街
霊

・
五
肥
街
鼎

・
九
年
衡
鼎
は
土
地
移
譲
に
閲
す
る
長
文
の
銘
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
、

華
街
と
い
う
同

一
人
物
に
よ

っ
て
作
器
さ

れ
、
か
っ
そ
の
製
作
年
代
も
接
近
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
金
文
史
料
で
は
篤
し
え
な
か
っ
た
巌
密
な
文
書
形
式
の
比
較
が
可
能
で
あ
る。

最
初
に
五
杷
街
鼎
の
銘
文
を
あ
げ
、
そ
の
文
書
形
式
を
指
摘
し
て
ゆ
く
。

佳
正
月
初
吉
庚
成
。

(1) 

こ
れ
正
月
初
土
口
庚
成
。

n
d
 伯

俗
文
目
、
属
目
、
余
執
襲
王
郎
工
、
子
部
大
室
東

逆
栄
二
川
。
日
、
余
舎
汝
田
五
回
正
。
遁
訊
腐
回
、

汝
貯
田
否
。
属
遁
許
日
、
余
審
貯
回
五
因
。
井
伯
・

衛
以
邦
君
属
告
子
井
伯

・
伯
邑
父
・
定
伯

・
掠
伯
・

(2) 
告
げ
て
日
く

ー「

属
日
く

'9 

余

衛

邦
君
属
を
以
て
井
伯
・
伯
ロ巴
父
・
定
伯

・
掠
伯
・
伯
俗
父
に

襲
(
共
〉

王
の
郎
工

を
執
り
、
部

大
室
の
東
逆
〈
北
〉
に
子
て
、
二
川
を
築
せ
り
』
。
日
く
、
『
余
汝
に

た
だ

田
五
回
を
合
し
て
正
さ
ん
』
」
と
。
遁
ち
属
に
訊
し
て
日
く
、

「
汝、



伯
邑
父
・
定
他
・
思
他
・
伯
俗
父
廼
講
、
使
嵐
誓
。

ゆ
廼
命
参
有
司
、
司
土
邑
人
週
・
司
馬
頬
人
邦
・
司

工
陶
矩
・
内
史
友
寺
拐
、
帥
履
護
衛
属
国
四
因
。

(4) 

遁
舎
寓
子
駅
邑
、
阪
逆
彊
泉
属
国
、
阪
東
彊
束
散

回
、
駅
南
車
京
散
回
東
政
矢
田
、
駅
西
彊
束
属
国
。

ω，
邦
君
属
栗
付
華
街
回
、
属
叔
子
夙
・
属
有
司
踊

季
・
慶
美
・
費
表
・
荊
人
敢
・
井
入
信
厚
。

衛
小
予
者
其
饗
倒
。

(6) 

田
を
貯
す
る
や
否
や
」
と
。
属
遁
ち
許
し
て
日
く
、
「
余

審
ら
か

に
田
五
回
を
貯
せ
ん
」
と
。
井
伯
・
伯
ロ巴
父
・
定
伯
・
原
伯
・
伯
俗

父
遭
ち
講
り
、
属
を
し
て
誓
わ
し
む
。

内
ぺ
U

遁
ち
参
有
司
、

司
土
た
る
邑
入
超
・
司
馬
た
る
頬
人
邦

・
司
工
た

し
た
が

る
陶
矩
・
内
史
友
た
る
寺
第
に
命
じ
、
帥
い
て
華
街
の
属
の
回
四
国

を
履
主
し
む
。

遁
ち
寓
を
肢
の
邑
に
舎
す
。
肢
の
逝
〈
北
)
璽
は
属
の
固
に
京
び
、

肢
の
東
彊
は
散
の
固
に
束
び
、

肢
の
南
彊
は
散
の
回
と
政
父
の
回
と

に
累
び
、
厩
の
西
謹
は
属
の
固
に
泉
ぶ
。

ω
邦
君
属
が
京
に
華
街
に
田
を
付
す
は
、
属
の
叔
子
た
る
夙
、
属
の

有
司
た
る
踊
季
、

慶
発
-v
費
表
一ム
刑
人
敢
・
井
入
信
厚
な
り
。

衛
の
小
子
た
る
者
其
饗
倒
す
。

わ

衛
用
て
一
牒
が
文
考
の
賓
鼎
を
作
る
。
衛
そ
れi

高
年
、
永
く
賓
用
せ
よ
。

こ
れ
王
の
五
肥
。

(4) 

- 3ー

(6) 

的
衛
用
作
朕
文
考
賓
鼎
。
衛
其
高
年
、
永
費
用
。

一

問

的

佳

一王
五
肥

0
4
1

ω

文
首
の

ω及
び
文
末
の

ωは
紀
年
。

ωの
如
く
文
末
に
紀
与
を
い
う
形
式
は
西
周
初
期
に
多
い
。
こ
の
「
王
五
配
」
を
共
王
と
す
る
か
そ
れ

以
後
の
王
と
す
る
か
は
、
文
中
の
「
襲
(
共
)
王
の
郎
工
」
の
理
解
を
も
含
め
て
読
の
分
か
れ
る
所
で
あ
り
、
俄
に
結
論
を
出
し
難
い
問
題
で

あ
る
が
、
何
れ
に
せ
よ
西
周
中
期
の
時
器
で
あ
る
こ
と
は
確
買
で
あ
る。

ωは
「
以
:
:
:
告
」
と
い
う
訴
訟
に
闘
す
る
書
式
を
と
り
、
菱
衛
が
邦
君
属
の
言
を
も
っ
て
井
伯
・
伯
邑
父
等
の
西
周
王
朝
の
執
政
者
に
提

訴
す
る
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
部
大
室
の
東
北
で
行
な
わ
れ
た
土
木
工
事
に
伴
う
損
害
の
賠
償
と
し
て
、
邦
君
属
か
ら
護
衛
へ
「
田

3 



4 

(
5
)
 

五
回
」
の
移
譲
が
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
汝
、
回
を
貯
す
る
や
否
や
」
と
の
執
政
者
に
よ
る
訊
聞
に
射
し
、
邦
君
属
は
「
余

五
回
を
貯
せ
ん
」
と
土
地
の
移
譲
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
「
誓
」
が
行
な
わ
れ
、
こ
の
裁
剣
は
完
了
す
る
。

審
ら
か
に
田

ゅ
は

ωの
裁
剣
を
承
け
て
、
参
有
司
等
の
西
周
王
朝
の
王
宮
が
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
彊
界
の
確
認
を
行
な
う
こ
と
を
い
う
。
土
地
の
移
譲
に

王
官
が
閥
興
す
る
こ
と
は
三
年
衛
霊
に
も
み
え
、
王
様
が
王
臣
聞
の
土
地
移
譲
に
劃
し
て
閥
輿
し
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、

ωに
お
い

て
「
田
五
回
」

と
記
さ
れ
た
土
地
が
こ
こ
で
は

「
田
四
国
」
と
な
っ
て
お
り
、

ωの
裁
剣
に
お
い
て
王
擢
の
開
輿
の
も
と
に
箆
更
が
あ
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
が
本
銘
に
記
さ
れ
た
土
地
移
譲
の
原
因
及
び
先
行
す
る
手
績
き
で
あ
る
。

ωは
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
彊
界
を
い
う
。

「阪
逆
(
北
)
彊
京
属
田
:
:
:
(
販
の
北
誼
は
属
の
固
に
京
び
:
:
:
〉」
と
い
う
彊
界
の
表
現
は
、

師
永
に
劃
す
る
土
地
の
賜
興
を
い
う
永
孟
に
「
彊
京
師
俗
文
田
(
麗
は
師
俗
父
の
固
に
束
ぶ
と
と
い
う
の
と
同
様
で
あ
る
。

散

・
政
父
の

「
田
」
と
璽
界
を
接
す
る
邦
君
属
の
「
田
」
の
東
南
部
の
「
回
四
国
」
が
移
譲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
遁
ち
寓
を
販
の
邑
に
舎
す
」
の
寓

は
、
史
暗
盤
「
武
王
則
命
周
公
、
舎
禽
子
周
卑
躍
。
(
武
王
則
ち
周
公
に
命
じ
、
寓
を
周
に
舎
し
て
慮
ら
し
む
。
〉」

や
ほ
ぼ
同
文
の
興
鍾
丙
に

(
6〉

み
え
、
居
躍
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
。
居
慮
を
邑
に
輿
え
る
こ
と
と

「
田
四
回
」
を
移
譲
す
る
こ
と
が
加
何
な
る
閲
連
を
持
つ

の
か
と
い
う
こ

と
は
、
邑
と
「
田
」
の
閲
係
を
探
る
重
要
な
鍵
と
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
一章一
で
言
及
す
る
。

ω及
び
附
は
土
地
移
譲
手
繍
き
へ
の
参
加
者
を
い
う
。
こ
れ
は
先
行
す
る
諸
論
文
の
等
し
く
認
め
る
所
で
あ
る
が
、
具
睦
的
に
誰
が
如
何
な

る
役
割
り
を
措
っ
た
の
か
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
一
致
し
た
見
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
こ
の
部
分
を

ω・
ωに
分
け
て
解
揮
す
る

- 4一

の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
及
び
そ
の
意
味
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず

ωに
「
衛
小
子
者
其
」
と
橋
さ
れ
る
人
物
が
登
場
す
る
が
、
三
年
衛
霊
・
九
年
衛
鼎
に
も
こ
れ
に
相
嘗
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を

銘
文
の
共
通
部
分
に
注
目
す
る
形
で
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

年
衛
霊
∞
束
受
田
褒
越
一
衛
小
子
戟

逆

衛

子
者
其
饗
鏑

者
其
饗

五
把
衛
鼎
∞



九

年

衛

鼎

∞

束

受

家

逆

一

ω

↑

ω一

例
刊
を
み
る
と
「
者
其
」
が
一
致
し
て
い
る
。
五
把
衛
鼎
に
の
み
「
者
其
」
に
明
衛
小
子
」
が
冠
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
器
に
倒
に
相
嘗
す
る
部

分
が
な
く
、
「
者
其
」
よ
り
以
前
に
「
衛
小
子
一
と
稽
さ
れ
る
ん
物
が
記
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
り
、
三
年
衛
重
・
九
年
衛
鼎
の
「
者
其
」
も
貫

は
「
衛
小
子
者
其
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
者
其
」
に
繍
く
「
饗
」
は
饗
宴
の
義
で
あ
り
、
「
倒
』
も
唐

〈

7
)

蘭
の
指
摘
す
る
如
く
饗
宴
に
附
随
す
る
儀
躍
を
い
う
。
三
器
は
「
饗
網
開
」
・
「
饗
」
・
「
鱒
」
と
表
現
が
異
な
る
も
の
の
、
す
べ
て
衛
の
小
子
者
其

が
饗
宴
を
執
り
行
な
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仰
は
「
人
名
(
衡
小
子
者
其
〉
|
|
動
詞
ハ
饗
鏑〉
」
の
語
順
を
と

っ
て
お
り
、

(同衛

子

者
其

侮

(防衛
臣
融
1也

他
の
倒
・
倒
も
同
様
の
語
順
を
と
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

倒
は
三
年
衛
霊
「
衛
小
子
戟
」
・
九
年
衛
鼎
「
衛
小
子
家
」
が
人
名
、
「
逆
」
が
動
調
と
な
る
。
逆
は
『
説
文
解
字
』
完
部
に
「
逆
、
迎
な
り
」

と
い
う
如
く
迎
と
通
用
す
る
字
で
、
そ
の
例
は
金
文
・
文
献
を
通
し
て
多
見
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
よ
う
に
土
地
の
移
譲
に
閲
わ
る
用

- 5ー

例
は
見
出
し
得
ず
、
具
瞳
的
に
ど
の
よ
う
な
行
震
で
あ
っ
た
か
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
お
そ
ら
く
は
土
地
の
移
譲
手
繍
き
に
参
加
し
た

人
々
を
何
ら
か
の
儀
躍
で
「
迎
え
」
、
饗
宴
に
導
く
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
倒
も

「
衛
臣
融
」
が
人
名
、
「
拙
」
が
儀
曜
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
義
は
明
ら
か
で
な
い
。

次
に

ωの
「
泉
」
に
つ
い
て
は
『
読
文
解
字
』
目
部
に
「
束
、
目
相
及
ぶ
な
り
」
と
い
い
、
郭
沫
若
は
そ
れ
を
承
け
て
「
及
」
や
「
輿
」
の

(

8

)

 

義
で
あ
る
と
す
る
。
従
来
こ
の
字
は
同
ロ
仏
も
し
く
は
d

司
王
戸
の
義
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

t.l: 

こ
の
場
合
は
ま
さ
に
「
:
:
:
に
及
ぶ
」
の

お
よ

義
と
す
べ
き
で
あ
る
。
金
文
に
そ
の
用
例
を
捜
す
と
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
五
杷
衛
鼎
「
販
逆
車
京
属
国
(
販
一の
北
彊
は
属
の
固
に
束
び
)
」

や
永
孟
「
彊
京
師
俗
父
田
(
彊
は
師
俗
父
の
固
に
束
ぶ
)
」
と
い
う
用
例
が
あ
り
、
三
年
衛
霊
は
「
回
を
奨

・
越
に
受
け
る
に
京
び
」
、
九
年
衛

お
よ

鼎
は
「
受
け
る
に
束
び
」
と
讃
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
雨
器
は
土
地
の
移
譲
に
際
し
て
受
領
者
華
街
の
小
子
・
臣
が
「
逆
」
・
「
饗
鏑
」
・

5 

「
拙
」
と
い
う
一
連
の
儀
躍
を
行
な
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
五
把
衛
鼎

ωは
最
も
省
略
が
多
い
が
、
他
の
二
器
と
同
様
に
受
領
側
の
行
潟



6 

を
言
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
杷
街
鼎
附
が
受
領
側
の
行
矯
を
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
先
行
す
る
閉
が
譲
渡
側
の
行
震
を
い
う
で
あ
ろ
う
こ
と
は
も
は
や
読
明

を
要
し
な
い
。
「
邦
君
属
が
束
に
護
衛
に
田
を
付
す
は
」
と
い
う
句
で
始
ま
る
こ
の
一
文
は
、
土
地
の
譲
渡
者
邦
君
属
が
彼
の
叔
子
夙
と
有
司

繭
季
・
慶
炎

・
費
表

・
荊
人
敢
・
井
入
信
厚
と
共
に
、
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
彊
界
設
定
及
び
付
輿
を
行
な
う
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
に
土
地

の
移
譲
に
際
し
て
、
譲
渡
側
が
そ
の
土
地
の
彊
界
設
定
を
行
な
う
こ
と
は
他
の
金
文
に
も
み
え
る
。
西
周
中
期
の
佃
生
箪
に
い
う
。

位)

佳
正
月
初
士
口
英
巳
。
王
在
成
周
。

格
伯
取
良
馬
乗
子
側
生
。
阪
貯
品
川
田
。
則
析
。
格

成
周
に
在
り
。

ω

良
馬
乗
を
棚
生
に
取
る
。
阪
の
貯
は
品
川
固
な
り
。
則
ち

た
が

析
す
。
格
伯
遭
う。

殴
妊
と
信
人

格
伯

こ
れ
正
月
初
吉
美
己
。
王

伯
遊
。

(3) 

殴
妊
彼
信
人
従
格
伯
安
彼
旬
。
股
人
組
雷
谷
社

木
・
原
谷
旅
桑
、
渉
東
門
。

(3) 

格
伯
に
従
い
て
旬
に
安
仮
す
。
股
人

木
・
原
谷
の
掠
桑
を
籾
ぎ
て
、
東
門
に
渉
る
。

凋
佳

雷
谷
の
杜
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(4) 

阪
書
史
哉
武
立
重
成
盟
。

(5) 

鋳
保
陵
、
用
典
格
伯
因
。
其
高
年
、
子
々
孫
々
、

(5) 

立
塞
成
盟
す
。

保
般
を
鋳
て
用
て
格
伯
の
回
を
奥
す
。
そ
れ
寓
年
、
子
々
孫
々
、

肢
の
書
史
た
る
哉
武

永
保
用
。

永
く
保
用
せ
よ
。

格
伯
が
側
生
か
ら
良
馬
を
四
頭
「
取
」
り
、
そ
の
代
償
と
し
て
「
一
一
一
十
回
」
が
格
伯
か
ら
側
生
に
移
譲
さ
れ
る
次
第
を
記
す
銘
文
の

ωが
彊

(
9〉

界
設
定
〈
「
旬
に
安
彼
す
」
)
の
こ
と
を
い
う
。
殴
妊
・
信
人
・
股
人
が
如
何
な
る
人
物
で
あ
る
か
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
、

譲
渡
者

格
伯
が
覆
界
設
定
を
行
な
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
後
(
八
頁
〉
に
全
文
を
あ
げ
る
西
周
中
期
の
大
草
は
、
王
命
に
よ

っ
て
越
興
が

「超

異
里
」
と
稽
さ
れ
る
土
地
を
大
に
移
譲
す
る
こ
と
を
記
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
も
「
家
以
嬰
履
大
賜
里
(
家
と
異

里
を
履
む
と
と
経
異
が
周
王
の
使
者
善
夫
家
と
共
に
土
地
の
璽
界
設
定
を
行
な
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

五
把
衛
鼎
mw
・
倒
は
土
地
の
移
譲
手
績
き
へ
の
参
加
者
を
い
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
銘
文
上
に
お
い
て
は
伺
は
譲
渡
側
に
よ
る

大
の
賜
わ
り
し



る
の
で
あ
る
。

土
地
の
彊
界
設
定
、
川
聞
は
受
領
側
に
よ
る
「
逆
」
・
「
饗
鋼
」
な
ど
の
一
連
の
儀
躍
を
い
う
も
の
と
し
て
、

区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き

最
後
に
的
は
作
器
を
い
う
。
こ
こ
で
は
草
に
「
衛
用
て
朕
が
文
考
の
費
鼎
を
作
る
。
衛
そ
れ
首
同
年
、
永
く
費
用
せ
よ
」
と
い
う
の
み
で
あ
る

(ω〉

が
、
先
に
あ
げ
た
倒
生
箪

ωに
は
「
保
鼓
を
銭
て
用
て
格
伯
の
田
を
典
す
」
と
そ
の
文
書
と
し
て
の
機
能
を
明
記
し
て
い
る
。
五
把
宿
鼎
の
場

合
も
同
様
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
五
杷
衛
鼎
の
銘
文
は
、
紀
年

ω・
ω、
土
地
移
譲
の
原
因
及
び
先
行
す
る
手
繍
き

ω・
ゆ
、
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
語
界

ω、
譲
渡
側
に
よ
る
土
地
の
彊
界
設
定

ω、
受
領
側
に
よ
る
一
連
の
儀
薩
川
問
、
作
器
問
、
と
い
う
構
成
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

次
い
で
、
九
年
衛
鼎
を
み
て
い
く
。
九
年
衛
鼎
の
銘
文
も
五
紀
衛
鼎
と
同
様
に
い
く
つ
か
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
銘
文
は

以
下
の
如
く
で
あ
る
。

ω
佳
九
年
正
月
既
死
覇
庚
辰
。
王
在
周
駒
宮
、
格

-廟
。
眉
教
者
膚
魚
使
見
子
王
。
玉
大
嫌
。

ω
矩
取
管
車

・
較
・
責
瓢
・
虎
幌

・
葬
偉
一・
重
縛

・

鞭
・
席
鞍
・
吊
轡
乗
・
金
鋪
授
。
舎
短
美
由
巾
三
雨
。

遁
舎
護
衛
林
宮
里
、
叡
阪
佳
顔
林
。

我
舎
顔
陳
大
馬
雨
。
舎
顔
如
藻
校
。
舎
顔
有
司
書

一
商
貌
妻
、
重
帳
。

ω
矩
遁
栗
準
郷
、
命
蕎
商
果
音
目
、
講
履
付
華
街
林

音
里
。
則
乃
成
条
四
条
。
顔
小
子
具
互
主
宰
、

書
商

7 

闇

(1) 

使
と
鶏
り
て
王

見周
ゅの
ι 駒

王宮
大に
い在
にり
祷足 、
す廟

格主
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こ
れ
九
年
正
月
既
死
霜
庚
辰
。
王

る。

，眉
教
の
者
膚

ω
短

管
車

・
較
・
責
臨
・
虎
慎

・
葬
偉
・
霊
縛
・

鞭

・
席
鞍

・
吊

轡
乗
・
金
錬
鎮
を
取
る
。
短
委
に
吊
三
雨
を
舎
す
。
遁
ち
護
衛
に
林

あ
あ

音
里
を
舎
す
。
飯
、
そ
れ
こ
れ
顔
の
林
な
り
。

ω
我
顔
陳
に
大
馬
商
を
舎
す
。
顔
叫
に
虞
肢
を
舎
す
。
顔
の
有
司

た
る
書
一商
に
豹
裏
を
、
重
に
慣
を
合
す。

ω
矩
遭
ち
塗
の
郊
に
東
ぴ
、

書
商
と
音
に
命
じ
て
日
く
、
「
輯
り
て
、

華
街
に
林
音
里
を
履
み
付
せ
」
と
。
則
ち
乃
ち
象
を
成
す
こ
と
四
傘

た
だ

な
り
。
顔
の
小
干
た
る
具
こ
れ
拳
じ
、
書
一
商
閣
す

y
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舎
蓋
冒
梯
抵
皮
二

・
口
皮
二
・
霊
鳥
桶
皮
二

・
拙

吊
金
一

飯
、
阪
虞
喜
皮
二
。
舎
準
虎
帳

・
環
責
・
報

範
、
東
臣
業
菱
、
顔
下
皮
二
。

ω
京
受
、

衛
小
子
家
逆
、
者
其
錦
、
衛
臣
融
拙
。

戸

hυ

肢
の
虞
に
喜
皮
二
を
合
す
。
濯
に
虎
慎

・
環
責
・

額
融
を
、
東
臣
に

重
に
間
目
梯
抵
皮
二
・
ロ
皮
二

・
襲
鳥
偏
皮
二
・
拙
用
金

一
一販を
、

(5) 

(6) 

業
韮
を
、

顔
に
下
皮
二
を
舎
す
e

お
よ

む
か

受
け
る
に
京
び
、
衛
の
小
子
た
る
家
逆
え
、
者
其
伺
し
、
衝
の
臣

mw
街

用

作

候

文

考

賓

鼎

。

衛

其

高

年

、

永

費

用

。

的

文
首
の
紀
年

ωに
次
い
で
、

ωは
土
地
移
譲
の
原
因
を
い
う
。
矩
が
華
街
か
ら
車
馬
具
一
式
を
「
取
」
り
、
さ
ら
に
華
街
が
矩
主
主
〈
短
の
妻

で
あ
ろ
う
)
に
吊
三
雨
を
贈
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
代
償
と
し
て
華
街
に

「
林
音
里
」
と
帯
さ
れ
る
土
地
が
移
譲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「林

宮
里
」
が
林
字
を
冠
す
る
の
は
、
「
飯
、
そ
れ
こ
れ
顔
の
林
な
り
」
と
銘
文
に
い
う
如
く
、
「
顔
林
」
と
稽
さ
れ
る
林
を
そ
の
主
要
な
構
成
要
素

(
日

〉

と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

た
る
融
拙
す
。

わ

衛
用
て
肢
が
文
考
の
賓
鼎
を
作
る
。
衛
そ
れ
高
年
、
永
く
賓
用
せ
よ
。

ωは
華
街
〈
「
我
」
〉
か
ら
顔
陳
、
顔
娘
〈
顔
陳
の
萎
で
あ
ろ
う
〉
、
顔
陳
の
有
司
欝
一
一商

・
重
へ
の
賠
輿
を
い
う
。
こ
れ
は
先
の
五
把
衛
鼎
に
は
み

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
贈
興
が
如
何
な
る
一意一
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
は
後
に
改
め
て
言
及
す
る
。

ωは
譲
渡
側
に
よ
る
彊
界
設
定
を
い
う
。
譲
渡
者
矩
が
塑
の
鄭
に
出
向
き
、
官
と
顔
陳
の
有
司
書
商
と
に
彊
界
設
定
を
命
じ
る
の
で
あ
る
。

腫
界
設
定
は
土
地
の
四
至
に
標
識
を
た
て
る
ハ
「
条
を
成
す
こ
と
四
条
な
り
」
〉
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
が
、
貫
際
に
そ
れ
を
措
賞
し
た
者
と
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し
て
銘
文
に
記
さ
れ
る
の
は
顔
陳
の
小
子
具
の
み
で
あ
り
、
有
司
蕎
一
商
が
そ
れ
を
確
認
し
て
い
る
。

ωは
輩
、
そ
の
配
下
の
虞
《
『
周
碓
』
地
官
・
山
虞
及
び
調
停
虞
に
相
賞
す
る
者
で
あ
ろ
う
)
、
準
、
東
臣、

顔
へ
の
贈
輿
を
い
う
。
こ
れ
も
五
杷
衛
鼎

に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
意
味
は
大
箪
の
銘
文
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。
大
筆
に
い
う。

佳
十
有
二
年
三
月
既
生
覇
丁
亥
。

ω

(1) (2) 

王
在
盤
仮
宮
。
王
呼
果
師
召
大
、
賜
進
襲
里
。

(2) 

王 こ
れ
十
有
二
年
三
月
既
生
覇
丁
亥。

誼
仮
宮
に
在
り
。
王
果
師
を
呼
び
大
を
召
し
て
、
起
襲
の



ω
王
命
善
夫
家
日
起
嬰
日
、
余
既
賜
大
乃
里
、
嬰
賓

家
嘩
吊
束
。
翼
令
家
回
天
子
、
余
弗
敢
致
。

里
を
賜
う
。

ω
王

善
夫
家
に
命
じ
て
超
嬰
に
日
わ
し
め
て
日
く
、
「
余
既
に
大

に
-
列
の
里

-w-賜
え
り
」
と
。
異
家
に
嘩

・
吊
東
を
由
民
る
。
奥

を
し
て
天
子
に
日
わ
し
む
、
「
余
敢
て
散
ま
ず
」
と
。

大
の
賜
わ
り
し
里
を
履
む
。

家

ω
家
以
嬰
履
大
賜
里。

ω
大
賓
。
賓
家
観
嘩
・
馬
雨
、
賓
異
割
嘩
・
南
東
。

ω一
大
賓
る
。
家
に
割
嘩
・
馬
南
を
賓
り
、
異
に
割
嘩
・
南
東
を
賓
る
。

附
大
奔
稽
首
、
敢
劃
揚
天
子
不
一
顧
休
、
用
作
朕
皇
考

ω
大
奔
し
て
稽
首
し
、
敢
て
天
子
の
亙
願
な
る
休
に
劉
揚
し
、
用
て

わ

刺
伯
隣
敵
。
其
子
々
孫
々
、
永
費
用
。
一

朕
が
皇
考
刺
伯
の
隣
殴
を
作
る
。

そ
れ
子
々
孫
々
、
永
く
賓
用
せ
よ
。

「
超
翼
里
」
の
移
譲
に
際
し
て
、

起
翼
が
彊
界
設
定
を
行
な
う
ハ
凶
〉
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
既
に
言
及
し
た
。
こ
こ
で
は
周
王
の
使
者
と

な
る
善
夫
家
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
差
回
夫
家
は
大
筆
に
記
さ
れ
た
一
連
の
手
績
き
の
な
か
で
、

ωと
ωの
二
回
贈
輿
を
受
け
て
い
る
。
越
関
畏
が

行
な
う

ωの
贈
興
は
周
王
の
使
者
に
劃
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
が
行
な
う

ωの
贈
輿
は
、
起
襲、
も
共
に
そ
れ
を
受
け
る
こ
と
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、

ωに
先
立
つ

ω
「
家
と
翼
大
の
賜
わ
り
し
里
を
履
む
」
と
い
う
彊
界
設
定
に
劃
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

九
年
衛

鼎

ωの
贈
興
も

ωの
麗
界
設
定
の
直
後
に
記
さ
れ
て
お
り
、

大
筆

ωの
贈
興
と
同
じ
く
彊
界
設
定
に
劃
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
贈
輿
に
興
っ
て
い
る
蓋
・
そ
の
配
下
の
虞
、
準
、
東
臣
、

顔
は、

ωの
彊
界
設
定
の
僚
に
は
み
え
な
い
も
の
の
、
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
彊

界
設
定
を
行
な
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
九
年
衛
鼎
に
記
さ
れ
た
土
地
移
譲
に
お
い
て
譲
渡
側
と
し
て
土
地
の

(4) 

家
と
異
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車
界
設
定
を
行
な
っ
た
者
は
、
譲
渡
者
矩
、
準
、
如
何
な
る
人
物
か
不
明
の
菅
と
東
臣
、
顔
陳
、
顔
陳
の
有
司
書
一商

・
蓋
、
そ
の
配
下
の
虞
、

顔
陳
の
小
子
具
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

9 

ωは
五
杷
衛
鼎
の
所
で
既
に
説
明
し
た
よ
う
に
~、
受
領
者
華
街
の
小
子
家
・
者
其
と
臣
融
と
に
よ
る
一

連
の
儀
躍
を
い
う
。
ま
た
的
に
い
う

作
器
も
も五
把
衛
鼎
と
同
様
の
一
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
九
年
衡
鼎
の
銘
文
を
み
て
き
た
が
、
そ
の
構
成
は
五
杷
衛
鼎
と
は
若
干
異
な
る
も
の
の
、
紀
年

ω、
土
地
移
譲
の
原
因

ω、
譲
渡
側

に
よ
る
土
地
の
彊
界
設
定

ω、
受
領
側
に
よ
る
一
連
の
儀
瞳

ω、
作
器
仰
と
い
う
如
く
、
五
把
街
鼎
に
み
ら
れ
た
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

最
後
に
、
三
年
衛
重
の
銘
文
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

ω
佳
三
年
三
月
既
生
覇
壬
寅
。
王
得
競
子
望
。

ω
矩
伯
康
人
取
珪
嘩
子
蓑
街
。
才
八
十
朋
、
既
貯
其

舎
田
十
因
。
矩
或
取
赤
琉
雨

・
麿
傘
閑
・
責
拾
一
。

才
廿
朋
、
其
舎
田
三
回
。

ゆ
華
街
遁
歳
告
子
伯
邑
父

・
築
伯
・
定
伯
・
涼
伯
・

草
伯
。

(4) 

伯
邑
父
・
柴
伯
・
定
伯
・
涼
伯
・
軍
伯
遁
命
参
有

司
、
司
土
政
邑
・
司
馬
車
旗
・
司
工
邑
人
服
。

東
受
回
焚

・
週
、
衛
小
子
棺
逆
、
者
其
饗
。

(5) (6) 

衛
用
作
朕
文
考
恵
孟
賓
盤
、
衛
其
高
年
、
永
賓

用。

こ
れ
三
年
三
月
既
生
覇
壬
寅
。
王
焼
を
豊
に
得
ぐ
。

矩
伯
の
佐
川人
蓮
嘩
を
護
衛
に
取
る
。

才
(
財
)
は
八
十
朋
、
厩

の
貯
に
そ
れ
回
十
回
を
舎
す
。

短
或
赤
球
南
・
麿
品
帯
雨

・
貫
給

一
-v-

取
る
。
才
(
財
)
は
サ
朋
、
そ
れ
田
三
田
を
合
す
と
。

nぺ
υ

(1) (2) 

護
衛
遁
ち
伯
邑
父

・
築
伯

・
定
伯
・
原
伯

・
単
伯
に
歳
告
す
。
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(4) 

伯
邑
父
・
築
伯
・
定
伯
・
掠
伯
・

軍
伯
遁
ち
参
有
司、

司
土
た
る

敗
邑

・
司
馬
た
る
翠
擦
・
司
工
た
る
邑
人
服
に
命
ず
。

お

よ

む

か

ω
田
を
焚

・
越
に
受
け
る
京
び
、

衛
の
小
子
た
る
報
逆
え
、
者
其
饗

す。

(6) 

わ

衛
用
て
朕
が
文
考
悪
孟
の
賓
盤
を
作
る
。
衛
そ
れ
高
年
、
永
く
賓

用
せ
よ
。

矩
伯
の
康
人
が
珪
嘩
を
「
取
」
り
、
さ
ら
に
矩
伯
が
赤
現
な
ど
を
「
取
」
っ
た
こ
と
に
到
す
る
代
償
と
し
て
、
矩
伯
か
ら
華
街
に
「
田
十

回
」
・
「
田
三
田
」
が
移
譲
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
本
銘
の
重
要
な
黙
に
つ
い
て
は
既
に
言
及
し
て
お
り
、
こ
こ
で
逐
一
分
析
す
る
こ
と
は
し
な

い
が
、
そ
こ
に
は
紀
年

ω、
土
地
移
譲
の
原
因

ω、
王
官
の
欄
輿

ω・
ω、
受
領
側
に
よ
る
一
連
の
儀
躍
旬
、
作
器
倒
と
い
う
要
素
を
見
出
し



う
る
の
で
あ
る
。
護
衛
諸
器
三
器
の
銘
文
は
多
少
の
出
入
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
閉
じ
要
素
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
要
素
は
先
に
あ

げ
た
倒
生
筆
・
大
箪
に
も
大
略
含
ま
れ
て
い
る
。
土
地
移
譲
を
記
す
金
文
の
文
書
と
し
て
の
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
末
の
附
表

(
二
七
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
田
」
と
里

前
一
章
で
は
五
杷
衛
鼎
と
九
年
衛
鼎
の
銘
文
の
分
析
を
中
心
と
し
て
、
土
地
移
譲
を
記
し
た
銘
文
が
そ
の
文
書
と
し
て
の
形
式
に
お
い
て
基
本

的
に
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
こ
の
二
器
の
銘
文
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
彊
界
設
定
を
行
な
う
譲
渡
側
の

人
聞
の
構
成
に
相
違
が
あ
る
こ
と
に
気
附
く
の
で
あ
る
。

五
杷
衛
鼎
の
場
合
、
邦
君
属
か
ら
華
街
に
一移譲
さ
れ
る
「
回
四
国
」
の
麗
界
設
定
を
行
な
っ
た
者
は
、

譲
渡
者
邦
君
属
と
そ
の
叔
子
夙
、
有

一
|
属
の
叔
子

邦
君
属
|一「

属
の
有
司

-11ー

司
踊
季
・
慶
発
・
費
表
・
一荊
人
敢
・
井
入
信
厚
で
あ
っ
た
。
今
こ
れ
を
そ
の
身
分
関
係
で
み
る
と
、

と
な
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
九
年
衛
鼎
の
場
合
、
短
か
ら
華
街
に
移
譲
さ
れ
る
「
林
宮
里
(
顔
林
〉
」
の
璽
界
設
定
を
行
な
っ
た
者
は
、
譲
渡
者

矩
、
準
、
如
何
な
る
人
物
か
不
明
の
官
と
東
臣
、
顔
陳
、
顔
陳
の
有
司
欝
商
・
童
、
そ
の
配
下
の
虞
、
顔
陳
の
小
子
具
で
あ
っ
た
。

矩
が
顔
陳

の
有
司
書
胃
商
ら
に
命
じ
て
い
る
(
九
年
衛
鼎
凶
〉
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
顔
陳
及
び
彼
の
有
司
ら
は
矩
の
配
下
に
あ
る
わ
け
で
、
彼
ら
の
身

分
開
係
は
準
・
音
・
東
臣
を
除
く
と
、

一
|
顔
陳
の
小
子

矩
|
|
顔
陳
1

一「
顔
陳
の
有
司
|
|
販
の
虞

〈
刊
以
)

と
な
る
。
有
司
は
「
職
務
的
主
従
関
係
」
を
も
っ
者
、
小
子
は
「
血
縁
的
主
従
関
係
」
を
も
っ
者
の
稽
で
あ
り
、
叔
子
も
小
子
に
類
す
る
者
と

11 
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(
時
)

考
え
ら
れ
、
彼
ら
を
「
属
僚
」
と
表
現
す
る
な
ら
ば
、
彊
界
設
定
を
行
な
う
譲
渡
側
の
人
開
の
構
成
は
、
五
杷
衛
鼎
の
場
合
は
譲
渡
者
邦
君
属

と
彼
の
「
属
僚
」
と
な
る
の
に
劉
し
、
九
年
衛
鼎
の
場
合
は
顔
陳
と
彼
の
「
属
僚
」
が
譲
渡
者
矩
に
従
属
す
る
と
い
う
重
層
的
な
関
係
を
示
す

こ
と
に
な
る
。
受
領
側
は
華
街
諸
器
三
器
を
通
し
て
受
領
者
華
街
の
小
子
・
臣
と
稽
さ
れ
る
人
聞
の
み
が
登
場
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

譲
渡

側
に
み
ら
れ
る
こ
の
相
違
は
皐
な
る
記
載
の
省
略
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
移
譲
さ
れ
る
土
地

1
|五
紀
衛
鼎
「
田
四
国
」
、

九
年
衛
鼎
「
林

宮
里
(
顔
林
〉
」

1

l
の
支
配
・
管
理
形
態
の
遣
い
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
の
が
最
も
整
合
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
、
以
下
に
西
周
金
文
に
み
え
る
「
田
」
及
び
里
を
み
て
い
く
。

五
配
衡
鼎
「
回
四
国
」
の
如
く
「
田
若
干
田
」
或
い
は
そ
れ
に
近
い
表
現
を
と
る
「
田
」
は
、
先
に
あ
げ
た
棚
生
箪
コ
ニ
十
回
」

や
三
年
衛

霊
「
田
十
回
」
・
「
回
三
田
」
と
い
う
例
が
あ
る
ほ
か
、
西
周
前
期
の
旗
鼎
、

王
委
賜
脇
田
三
子
待
口
。
師
跡
酷
兄

0

・
・
・
(
王
妻
旗
に
田
三
を
待
口
に
賜
う
。
師
跡
配
り
て
限
る
。
)

に
「
田
=
ご
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
王
昔
安
か
ら
躍
に
劃
し
て
待
口
所
在
の
「
田
コ
こ
が
賜
輿
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
種
の
表
現
と
し
て

(

U

)

 

は
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
。
「
酪
兄
」
に
つ
い
て
は
設
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
今
は
師
駄
が
「
回
一
一
一
」
の
賜
輿
に
何
ら
か
の
形
で
闘
わ
る
も
の

- 12-

と
考
え
て
お
く
。

西
周
中
期
の
例
と
し
て
は
、
宙
鼎
の
第
三
段
に
、

昔
僅
歳
、
匡
衆
厩
臣
廿
夫
冠
雷
禾
十
務
。
以
匡
季
告
東
宮
。
東
宮
遭
日
、
求
乃
人
、
乃
弗
得
、
汝
匡
罰
大
。
匡
遁
稽
首
子
雷
、
用
五
回
、

用
衆
一
夫
田
口
、
用
臣
田
窪
田
拙
田
実
。
日
、
用
諒
四
夫
稽
首
。
:
:
:
(
昔
、
笹
し
歳
に
、
匡
の
衆
た
る
販
の
臣
廿
夫
雷
の
禾
十
称
を

な
ん
じ

冠
せ
り
。
匡
季
を
以
て
東
宮
に
告
ぐ
。
東
宮
遁
ち
日
く
、
「
乃
の
人
を
求
め
よ
、
も
し
得
ざ
れ
ば
、
汝
匡
の
罰
大
な
り
」
と
。

匡
季
遁
ち
爪
固

に
稽
首
す
る
に
、
五
回
を
用
て
し
、
衆
の
一
夫
口
と
回
う
を
用
て
し
、
臣
の
震
と
白
い
・
拙
と
固
い
・

糞
と
日
う
を
用
て
す
。
日
く
、

「
慈
の
四
夫
を
用
て
稽
首
せ
ん
」
と
J

と
、
匡
季
の
衆
二
十
夫
の
窟
禾
事
件
を
め
ぐ
る
裁
判
を
記
す
。
「
匡
季
を
以
て
東
宮
に
告
ぐ
」
と
い
う
提
訴
の
僻
を
承
け
、
旗
罪
と
し
て
匡
季



か
ら
雷
に
封
し
て
「
五
回
」
と
「
四
夫
」
を
引
き
渡
す
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
省
略
し
た
後
牟
部
に
お
い
て
二
回
目
の
提
訴

が
行
な
わ
れ
、
賠
償
と
し
て
「
禾
廿
柿
」
・
「
回
二
」
・
「
臣
一
夫
」
の
引
き
渡
し
が
匡
季
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
「
田
」
は
訴
訟
に
劃
す
る
購
罪
・

賠
償
と
し
て
移
譲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
卯
へ
の
策
命
を
記
す
卯
箪
は
、

柴
季
入
右
卯
、
立
中
廷
。
策
伯
呼
命
卯
田
、
:
:
:
略
:
:
:
賜
子
乍
一
因
。
賜
子
宣
一
因
。
賜
子
陵
一
因
。
賜
子
裁
一
因
。
:
:
:
(
築
季
入

り
て
卯
を
都
け
、
中
廷
に
立
つ
。
築
伯
呼
ぴ
て
卯
に
命
じ
て
日
く
、
「
:
:
・
略

:
:
・
乍
に
一
回
を
賜
う
。

宣
に

一
回
を
賜
う
。
陵
に

一
回

を
賜
う
。
裁
に
一
回
を
賜
う
」
と
。〕

と
、
乍
・
宣
な
ど
の
地
に
そ
れ
ぞ
れ
ご
田
」
が
賜
輿
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
卯
は
築
伯
に
よ
っ
て
策
命
さ
れ
る
よ
う
に
策
伯
の
臣
で
あ
り、

周
王
の
陪
臣
の
地
位
に
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

西
周
後
期
の
例
と
し
て
は
、

散
箪

:
:
:
王
格
子
成
周
大
廟
。
武
公
入
右
散
、
告
檎
。
賦
百
訊
四
十
。

。王
蔑
敢
暦
、
使
罪
氏
受
。
:
:
:
略
:
:
:
賜
田
子
散
五
十
回
、

子
早
五
十
回
。
:
:
:
(
王
成
周
の
大
廟
に
格
る
。
武
公
入
り
て
散
を
右
け
、
織
を
告
ぐ
。
蹴
百

・
訊
四
十
な
り
。
主

し
、
苦
ノ氏
を
し
て
受
け
し
む
。
:
:
:
略
:
:
:
田
を
故
に
五
十
回
、
早
に
五
十
回
を
賜
う
。
)

散
の
暦
を
蔑
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-
:
伯
氏
田
、
不
要
、
汝
小
子
、
汝
肇
詩
子
戎
工
。
賜
汝
弓
一
矢
束
臣
五
家
田
十
回
。
用
従
乃
事
O
i
-
-
-
(伯
氏
自
く
、

「
不
嬰
ょ
、
汝
小
子
な
る
も
、
汝
肇
め
て
戎
工
に
敏
む
。
汝
に
弓
一
矢
束
・

臣
五
家

・
田
十
回
を
賜
う
。
用
て
乃
の
事
に
従
え
」
と
。
)

の
二
器
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
南
器
と
も
に
武
功
に
劃
す
る
賜
輿
を
い
う
が
、
散
筆
の
散
・
早
の
地
に
輿
え
ら
れ
る
「
五
十
回
」
は
こ
の

不
思
宮
筆

種
の
表
現
と
し
て
は
最
も
多
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
例
と
先
の
五
記
衛
鼎
寸
側
一生
筆
・
三
年
衛
重
か
ら
、
次
の
二
黙
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、

「
田」

は
卯
筆
の
「
一
回
」
か
ら
散
箪
の
「
五
十
回
」
i

に
至
る
ま
で
の
様
々
な
数
量
と
な
る
こ
と
。
こ
の
「
一
回
」
を
井
田
制
の
百
畝
と
す
る
読
も
存

〈

日

)

在
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
回
」
が
す
べ
て
伺
じ
規
準
で
量
ら
れ
て
い
た
と
す
る
誼
援
は
見
出
し
難
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か

L
、
こ
の

「
団
若
干

13 
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田
」
と
い
う
表
現
か
ら
何
ら
か
の
人
魚
的
な
匡
董
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
そ
の
彊
界
が
五
把
衛
鼎
「
厭
の
北
彊
は

属
の
固
に
泉
び
、
:
・
:
」
の
如
く
示
さ
れ
る
の
も
そ
の
誼
左
と
な
る
。
第
二
に
、
「
田」

は
様
々
な
身
分
聞
に
お
い
て
様
々
な
原
因
で
賜
興
或

い
は
移
譲
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
結
果
、
「
回
」
は
周
王
か
ら
陪
臣
に
至
る
ま
で
の
者
に
、
そ
の
身
分
を
間
わ
ず
領
有
さ
れ
る

こ

と
に
な
る
。

「
田
若
干
回
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
以
上
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
「
田
」
の
支
配

・
管
理
形
態
は
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

れ
を
探
る
手
掛
り
と
し
て
西
周
後
期
の
大
克
鼎
の
銘
文
を
み
て
み
よ
う
。
そ
の
第
二
段
は
、
克
へ
の
策
命
と
そ
れ
に
伴
う
賜
興
を
記
す
。

:
:
:
王
呼
芦
氏
珊
命
善
夫
克
。
王
若
田
、
:
:
:
略
:
:
:
賜
汝
因
子
埜
。
賜
汝
因
子
津
。
賜
汝
井
家
制
劇
団
子
瞥
、

以
厩
臣
妾
。
賜
汝
田
子

康
。
賜
汝
因
子
直
。
賜
汝
因
子
陣
原
。
賜
汝
因
子
寒
山
。
賜
汝
史
小
臣
霊
衛
鼓
鍾
。
賜
汝
井
這
知
人
、
凱
賜
汝
井
人
奔
子
景
。
:
:
:
(
王

室
内
を
呼
び
て
善
夫
克
に
燭
命
喧
し
む
。
王
持
い
て
目
、
く
、
「
・
・
略
汝
に
田
を
埜
に
場
ノ
。
汝
に
田
を
津
に
賜
う
。
汝
に
井
家
笥
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回
を
酷
に
賜
い
、
販
の
臣
妾
と
と
も
に
す
。
汝
に
田
を
康
に
賜
う
。
汝
に
田
を
匿
に
賜
う
。
汝
に
田
を
陣
原
に
賜
う
。
汝
に
回
を
寒
山
に

あ
わ

賜
う
。
汝
に
史
小
臣
・
霊
爺
・
鼓
鍾
を
賜
う
。
汝
に
井
這
知
人
を
賜
い
、
凱
せ
て
汝
に
井
人
の
景
に
奔
り
し
を
賜
う
。
:
:
・
」
と
。〉

克
に
賜
輿
さ
れ
る
「
田
」
の
所
在
を
示
す
埜
・
稗
な
ど
の
地
名
は
、
陣
原
が

『
詩
経
』
大
雅
・
公
劉
に
み
え
る
博
原
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら

(
日
)

岐
山
周
漫
の
地
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
地
に
賜
輿
さ
れ
た
「
田
」
が
如
何
な
る
支
配
・

管
理
形
態
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
か
は
地
名
の
み
か
ら
探
り
ょ
う
が
な
い
。
た
だ
し
、
出
の
地
に
存
在
す
る
「
井
家
須
田
」
と
稽
さ
れ
る
「
田
」
は
、
知
字
を
ど
の
よ
う
に
理

(
げ
〉

解
す
る
か
は
お
く
と
し
て
も
、
「
阪
の
臣
妾
と
と
も
に
す
」
と
い
う
如
く
臣
妾
を
伴
っ
て
賜
輿
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
回
」
の
支
配
・
管

理
形
態
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

匡
妾
は
、
西
周
前
期
の
復
傘
「
匿
侯
賞
復
向
衣
臣
妾
貝
。
:
:
:
(
匿
侯

復
に
同
衣
・
臣
妾
・
貝
を
賞
す
。
〉
」
の
如
く
賜
興
の
物
件
と
な
る

ほ
か
に
、伊

箪

:
・
王
呼
令
苛
ノ
封
知
命
伊
、
銅
官
嗣
康
宮
王
臣
妾
百
工
。
:
:
:
(
王

令
ヰ
ア
封
を
呼
び
て
伊
に
崩
命
し
、
耕
せ
て
康
宮
の
王
の



臣
妾
・
百
工
を
官
嗣
せ
し
む
。
〉

伯
献
父
若
田
、
:
:
:
略
:
:
:
余
命
汝
死
我
家
、
凱
嗣
我
西
属
東
扇
僕
駿
百
工
牧
臣
妾
。
:
:
:
(
伯
鯨
父
若
い
て
日
く
、

お

き

あ

わ

「
:
:
:
略
:
:
:
余
汝
に
命
じ
て
我
が
家
を
死
め
し
め
、
凱
せ
て
我
が
西
扇
東
扇
の
僕
駿
・
百
工
・
牧
v

臣
妾
を
嗣
め
し
む
O
i
-
-
-
〕と
。)

の
二
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
伊
箪
の
康
宮
は
揚
箪
・
胃
依
以
鼎
な
ど
多
く
の
金
文
に
み
え
、
宗
周
に
お
か
れ
た
大
廟
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、『
師

(
国
)

敏
筆
の
西
扇
東
属
は
郭
沫
若
に
よ
れ
ば
軍
隊
の
構
成
に
闘
す
る
語
で
あ
る
。
臣
妾
は
大
廟
や
軍
隊
に
麗
し
、

周
王
や
伯
鯨
父
に
よ

っ
て
命
ぜ
ら

師
鍛
箪

れ
た
彼
ら
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
臣
妾
と
並
-
記
さ
れ
る
百
工
も
、

:
:
:
王
呼
史
年
畑
命
察
。
王
若
日
、
:
:
:
略
:
:
:
命
汝
束
雷
、
期
疋
謝
各
、
死
嗣
王
家
外
内
、
務
敢
叉
不
問
。
嗣
百
工
、
出
入

あ

わ

た

す

美
氏
命
。
・
:
:
・
(
王
史
年
を
呼
び
て
秦
に
般
命
せ
し
む
。
王
若
い
て
日
く
、
「
:
:
:
略
:
:
:
汝
と
宙
と
に
命
じ
、

凱
せ
て
劃
各
を
疋

あ

け
、
王
家
の
外
内
を
死
嗣
せ
し
む
。
敢
て
聞
せ
.
さ
る
こ
と
又
る
勢
れ
。
百
工
を
嗣
め
、
妻
氏
の
命
を
出
入
せ
よ
。

:
:
:
」
と
。
〉

公
臣
室
貌
仲
命
公
臣
、
嗣
除
百
工

0

・
:
ン
・
(
貌
仲
公
臣
に
命
ず
、
「
朕
が
百
工
を
嗣
め
よ
。
:
:
:
」
と
。
〉

と
い
う
如
く
、
周
王
・
貌
仲
な
ど
に
麗
し
、
そ
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
例
か
ら
直
ち
に
臣
妾
の
身
分
を
決
定
す
る

(
m
w
)
 

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
大
廟
や
軍
隊
に
麗
し
、
隷
属
度
の
強
い
か
た
ち
で
管
理
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
J

茶
筆
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大
克
鼎
の
臣
妾
も
「
井
家
須
田
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
隷
属
度
の
強
い
か
た
ち
で
管
理
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
臣
妾
を
伴
っ
て

賜
輿
さ
れ
る
「
回
」
そ
の
も
の
も
同
様
の
物
件
と
し
て
、
強
い
管
理
を
受
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「井
家
須
田
」
が
周
王
か
ら
克
に
賜

興
さ
れ
る
の
は
、
賜
人
の
僚
に
「
井
逗
知
人
」
・
「
井
人
の
景
に
奔
り
し
」
者
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
何
ら
か
の
原
因
で
動
揺
し
た
弁

氏
の
支
配
か
ら
離
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
回
」
が
井
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
際
に
は
、
井
氏
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て

臣
妾
と
共
に
支
配
・
管
理
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
廿
鼎
、

あ
わ

官
に
命
じ
て
翻
せ
て
郷
の
回
を
嗣
め
し
む
。
〉

趨
仲
命
官
凱
嗣
鄭
因
。
:
:
:
(
趨
仲

ー~

15 

に
み
え
る
「
郷
田
」
も
、
超
仲
の
「
属
僚
」
で
あ
る
苛
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
る
「
田
」
で
あ
り
、
大
克
鼎
の
「
井
家
相
劇
団
」
と
同
様
の
支
配

・



16 

管
理
形
態
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

周
王
の
も
と
に
も
同
様
の
支
配
・
管
理
形
態
を
も
っ
「
田
」
が
存
在
し
た
こ
と
は
、

「田
」
が
周
王
に
よ
る
賜
輿
の
物
件
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
瞳
的
な
例
と
し
て
は
西
周
後
期
の
揚
筆
、

-:
王
呼
内
史
史
光
加
命
揚
。
王
若
田
、
揚
、
作
司
工
、
官
銅
量
回
旬
京
司
庄
京
司
次
回
氷
司
冠
京
司
工
司
。
:
:
:
(王

び
て
揚
に
朋
命
せ
し
む
。
王
若
い
て
日
く
、
「
揚
よ
、
司
工
と
作
り
、
量
田
の
旬
と
司
庄
と
司
次
と
司
冠
と
司
工
の
司
を
官
嗣
せ
よ
。
.

内
史
史
光
を
呼

:
一
と
J

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
揚
へ
の
策
命
と
し
て
「
量
田
」
に
お
か
れ
た
旬
(
『
周
薩
』
天
官
・
旬
師
な
ど
に
相
賞
す
る
)
以
下
の
諸
官
の
管
理
を
命

ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
官
の
具
鰻
的
な
職
掌
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
「
量
田
」
と
稽
さ
れ
る
「
田
」
が
王
官
に
よ
る
管
理
を
受

け
て
い
た
こ
と
は
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

メλ
H 

鼎

玉
大
藷
農
子
訣
因
。
:
:
:
〈
王
大
い
に
説
田
に
籍
農
す
。
)
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讃
箪

:
:
:
王
目
、
載
、
命
汝
作
司
土
、
官
嗣
籍
因
。
:
:
:
(
王
日
く
、
「
戴
よ
、
汝
に
命
じ
て
司
土
と
作
し
、
謹
相
田
を
官
嗣
せ
し
む
。

:
・
」
と
。
)

(
却
)

の
二
器
は
共
に
籍
回
を
い
う
。
藷
田
は
、
『
園
語
』
周
語
上
の
記
事
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
本
来
は
紳
事
的
耕
作
で
あ
っ
た
が
、
西
周
中
期
の

〈
幻

)

戴
箪
に
み
ら
れ
る
如
く
、
次
第
に
王
室
の
直
営
地
と
し
て
王
官
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
「
回
」
に
第
質
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
田
」
は
「
田
若
干
回
」
と
帯
さ
れ
る
如
く
人
魚
的
な
匿
董
を
も
ち
、
周
王
か
ら
陪
臣
に
至
る
ま
で
の
者
に
領
有
さ
れ
、

彼
ら
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理
・
経
営
さ
れ
る
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
五
把
衛
鼎
の
邦
君
属
か
ら
華
街
に
移
譲
さ
れ
る

「
田
四

回
」
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
土
地
で
あ
り
、
移
譲
前
は
邦
君
属
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理
・
経
営
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
田
四
回
」
の

移
譲
に
際
し
て
、
譲
渡
側
と
し
て
土
地
の
麗
界
設
定
を
行
な
う
の
が
譲
渡
者
邦
君
属
と
彼
の
「
属
僚
」
で
あ
る
の
は
、
そ
の
土
地
の
移
譲
前
の

支
配
・
管
理
形
態
に
封
躍
し
た
も
の
と
見
倣
し
う
る
で
あ
ろ
う
。



そ
れ
で
は
、
九
年
衛
鼎
「
林
宮
里
(
顔
林
〉
」
の
里
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
里
の
関
係
金
文
と
し
て
は
先
に
あ
げ
た
大
筆
の
ほ
か
に
、
成
周
に

闘
す
る
も
の
と
し
て
、

ρ、
μ 

葬

:
・
明
公
朝
至
子
成
周
、
結
命
。
舎
三
事
命
。
東
卿
事
寮
東
諸
晋
ノ
京
里
君
束
百
工
。
東
諸
侯
侯
旬
男
、
舎
四
方
命
。

一既
成
命
。

・
(
関
公
朝
に
成
周
に
至
り
、
命
を
船
す
。
三
事
の
命
を
舎
す
。
卿
事
寮
と
諸
晋
ノと
里
君
と
百
工
と
と
も
に
す
。i

諸
侯
、
侯
)
旬
・

こ
と
ど
と

男
と
と
も
に
、
四
方
の
命
を
舎
す
。
既
に
戚
《
命
ず
。
)

能
筆
王
国
、
融
、
命
汝
嗣
成
周
里
人
東
諸
侯
大
E
。
:
:
:
(
王
日
く
、
「
離
よ
、
汝
に
命
じ
て
成
一周
里
人
と
諸
侯
大
臣
と
を
嗣
め
し

む
。
:
:
:
一
と
。
)

の
二
例
が
あ
る
。
西
周
前
期
の
令
舜
は
、
成
周
に
お
け
る
周
公
子
明
保
の
「
舎
命
」
を
い
い
、
そ
の
う
ち
の

コニ
事
命
」
に
関
し
て

「里
君」

が
登
場
す
る
。
「
三
事
」
と
は
、
『
尚
書
』
酒
詰
「
越
在
外
服
、
侯

?
旬
・
男
・
街
、

邦
伯
。
越
在
内
服
、

百
僚
・
康
晋
ノ
・
惟

E
・
惟
服

・
宗

(
詑
)

工
、
越
百
姓
・
皇
居
〈
君
)
」
の
「
内
服
」
|
|
王
畿
l
j
を
指
し
、
令
葬
の
「
里
君
」
は
酒
詰
で
は
「
百
姓
・
皇
居

(君
〉」
と
記
さ
れ
る
。

一
方
、
後
期
の
髄
筆
は
髄
へ
の
策
命
を
い
い
、
融
の
監
督
の
封
象
と
し
て
「
成
周
里
人
」
が
み
え
る
。
こ
の

「
里
君
」
・
「
成
周
里
人
」
は
、
既
に

(
お

)

先
皐
の
指
摘
す
る
如
く
、
諸
文
献
に
み
え
る
成
周
に
遷
さ
れ
た

「股
頑
民
」
に
相
首
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
宗
周
に
置
か
れ
た
「
西
六
師」

に
射
し
て
「
股
八
師
」
・
「
成
周
八
師
」
と
稽
さ
れ
る
軍
陵
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
軍
陵
が
西
周
時
代
を
通
し
て
存
在
す
る
こ

と
か

(
叫
〉

ら
、
そ
れ
を
維
持
・
補
充
す
る
た
め
に
共
同
瞳
的
組
織
を
強
く
残
し
て
皇
居
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
史
煩
筆、

- 17ー

王
在
宗
周
。
命
史
煩
省
蘇
。
法
友
里
君
百
姓
帥
璃
華
子
成
周
。
:
:
:
ハ
王

ち
か

君
・
百
姓
帥
輯
し
て
成
周
に
整
う
。
〉

は
、
史
舗
に
よ
る
蘇
の
遁
省
に
際
し
て
、
蘇
の
「
法
友
」
と
「
里
君
・
百
姓
」
が
成
周
に
曾
盟
す
る
こ
と
を
い
う
。
蘇
の
「
里
君

・
百
姓
」
は

令
券
の
「
里
君
」
や
髄
箪
の
オ
成
周
里
人
い
に
相
賞
す
る
も
の
で
、
や
は
り
共
同
睦
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
首
長
と

一
般
構
成

(
お
〉

員
の
繍
孫
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
旦
が
共
同
種
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
西
周
前
期
の
召
圃
器
、

宗
周
に
在
り
。
史
煩
に
命
じ
て
蘇
を
省
せ
し
む
。

法
友

・
里

17 
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休
王
自
穀
使
賞
畢
土
方
五
十
里
。
:
:
:
(
王
の
穀
よ
り
し
て
畢

・
土
方
の
五
十
里
を
賞
せ
し
む
る
を
休
す
J

(
お
)

に
み
え
る
畢

・
土
方
に
存
在
し
た
「
五
十
里
」
は
、
『
爾
雅
』

韓
言
に
「
里
、
ロ
巴
な
り
」
と
い
う
如
く
ロ
巴
に
近
い
存
在
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、

宜
侯
矢
筆
「
阪
口
邑
三
十
有
五
」
や
耕
縛

「
二
百
有
九
十
有
九
ロ巴
」
に
相
嘗
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

九
年
街
鼎
「
林
宮
里

(顔
林
〉
」
も
や
は
り
共
同
盟
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
移
譲
に
際
し
て
璽
界
設
定
を
行
な
う
人
聞
の
構
成
が

重
層
的
な
関
係
を
示
す
の
は
、
里
を
構
成
す
る
も
の
と
そ
れ
を
穂
瞳
的
に
支
配
す
る
も
の
と
い
う
閲
係
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

す
な
わ
ち
、
「
林
宮
里
」
が
「
顔
林
」
と
も
稿
さ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
土
地
を
管
理
・

経
営
し
て
い
る
の
は
顔
陳
と
彼
の

「
属

僚
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
既
に

一
定
の
階
層
分
裂
を
経
て
は
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
共
同
盟
的
性
格
を
保
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ

れ
に
劃
し
て
、
「
林
吉
里
(
顔
林
〉
」
の
譲
渡
者
矩
は
こ
の
土
地
の
上
位
の
支
配
権
を
有
す
る
の
で
あ
り
、

華
街
に
移
譲
さ
れ
る
の
も
こ
の
上
位

の
支
配
権
で
あ
っ
た
。
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結
論
を
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
土
地
移
譲
に
際
し
て
璽
界
設
定
を
行
な
う
人
聞
の
構
成
は
、
そ
の
土
地
を
管
理

・
経
営
す
る
主
睦
が
誰
に
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
九
年
衛
鼎

「
林
音
呈

(顔
林
〉」

は
矩
か
ら
華
街
に
移
譲
さ
れ
る
土
地
で
あ
る
が
、
そ

の
地
を
寅
際
に
管
理
・
経
営
す
る
の
は
譲
渡
者
矩
の
「
属
僚
」
で
は
な
く
、
共
同
盟
的
性
格
を
残
す
顔
陳
と
そ
の

「
属
僚
」
で
あ
る
の

に
封

し
、
五
把
衛
鼎

「
田
四
回
」
は
譲
渡
者
邦
君
属
の

「
属
僚
」
が
土
地
を
管
理
・

経
営
す
る
と
い
う
異
な

っ
た
形
態
を
示
す
の
で
あ
っ
た
。
華
街

は
こ
の
二
器
に
記
さ
れ
た
土
地
移
譲
に
よ
っ
て
支
配

・
管
理
形
態
の
異
な
る
土
地
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
移
譲
後
、
「
回
四
回
」
は
彼
の

「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理

・
経
営
さ
れ
る
の
に
射
し
、
「
林
宮
里
ハ
顔
林
〉
」
は
依
然
と
し
て
顔
陳
と
彼
の

「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理

・
経
営
さ

(
幻

〉

れ
、
華
街
は
-新
た
に
自
分
の
支
配
下
に
入
る
彼
ら
に
劃
し
て
何
ら
か
の
恩
寵
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
九
年
衛
鼎

ωに
み
え
る
顔
陳

・

顔
弧
・
顔
陳
の
有
司
書
一商一
・
藍
に
劃
す
る
贈
輿
で
あ
り
、
こ
れ
に
相
嘗
す
る
部
分
が
五
紀
衛
鼎
に
見
出
し
得
な
い
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
。



散
氏
盤
の
分
析
|
「
田
」
と
巴

周
知
の
如
く
、
西
周
の
土
地
移
譲
金
文
と
し
て
最
も
詳
細
な
内
容
を
も
つ
の
は
西
周
後
期
の
散
氏
盤
で
あ
る
。
こ
の
器
に
閲
し
て
は
既
に
多

く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
矢
か
ら
散
へ
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
支
配
・
管
理
形
態
に
限
っ
て
み
て
も
、

未
だ
共

通
の
見
解
は
得
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
軍
で
は
、
先
の
護
衛
諸
器
等
の
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
に
基
づ
い
て
こ
の
銘
文

を
分
析
し
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
土
地
の
支
配
・
管
理
形
態
を
考
察
し
た
い
。

先
ず
散
氏
盤
の
文
書
と
し
て
の
形
式
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。
散
氏
盤
の
銘
文
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

う

あ
た

ω
用
矢
戴
散
邑
、
廼
即
散
用
因
。

ω
矢
の
散
邑
を
戴
て
る
を
用
て
、
廼
ち
散
に
闘
え
る
に
回
を
用
て
す
。

ω
眉
、
自
謡
、
渉
以
南
至
子
大
詰
一
一
封
。
以
捗
二

ω
-眉
は
、

溶
よ
り
し
、
渉
り
て
以
て
南
し
、
大
治
に
至
り
て
一
封
す
。

封
、
至
子
連
柳
。
復
渉
濯
、
砂
字
、

叡

宴

陵

。

以

西

以

て

捗

り

て

二

封

し

、

謹

柳

に

至

る

。
復
濯
を
渉
り
、

寧
に
陵
り
、

お
よ

封
子
口
城
楕
木
、
封
子
努
速
、
封
子
相
街
道
。
内
捗
宴
陵
に
叡
ぶ
。
以
て
西
し
て
口
城
の
椿
木
に
封
じ
、
舞
速
に
封
じ
、

匁
、
登
子
「
浪
、
封
割
桝
・
陵
陵
・
剛
析
、
封
子
賀
舞
道
に
封
ず
1

内
り
て
舞
に
捗
り
、
「
涼
に
登
り
、
割
許
・

陵
陵
・

道
、
封
子
原
道
、
封
子
周
遁
。
以
東
封
子
口
東
彊
、

右
還
封
子
眉
遣
。
以
南
封
子
口
速
道
。
以
西
至
子
碓

真。
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剛
併
に
封
じ
、
賀
遁
に
封
じ
、
原
道
に
封
じ
、
周
道
に
封
ず
。
以
て

東
し
て
口
の
東
彊
に
封
じ
、
右
還
し
て
眉
遁
に
封
ず
。
以
て
南
し
て

口
遼
道
に
封
ず
。
以
て
西
し
て
碓
莫
に
至
る
。

眉
井
邑
田
、
自
棚
木
道
、
左
至
子
井
邑
封
道
。
以

東
一
封
、

還
以
西
一
一
封
。
捗
剛
三
封
。
降
以
南
封
子

眉
の
井
邑
の
回
は
、
椋
木
道
よ
り
し
、
左
し
て
井
邑
の
封
遁
に
至

る
。
以
て
東
し
て
一
封
し
、

還
り
て
以
て
西
し
て
一
封
す
。
剛
に
捗

同
道
。
捗
州
剛
、
登
析
、
降
誠
二
封
。

り
て
三
封
し
、
降
り
て
以
て
南
し
て
同
道
に
封
ず
。
州
剛
に
捗
り
、

評
に
登
り
、
械
に
降
り
二
封
す
。

バ
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矢
人
有
司
眉
旬
鮮

・
且
・

蚊

・
武
父
・
西
宮
裏
、

内
ベ
U

豆
人
虞
ち
・
条
貞

・
師
氏
右
管
、
小
門
人
諒
、
原
人

虞
葬

・
准
・
司
工
虎
孝

・
間
同
盟
父
、
碓
人
有
司
刑
・

方
。
凡
十
有
五
夫
、
正
眉
矢
舎
散
因
。

司
土
前
ノ寅
、
司
馬
賀
塁
、
続
人
司
工
鯨
君

・
宰
徳

訓
告

父
、
散
人
小
子
眉
旬
戎

・
蚊
父
・
数
県
父
、

口
之
有

司
東
・
州
宮前

・
焚
Hm需
。
凡
散
有
司
十
夫
。

唯
王
九
月
、
辰
在
乙
卯
。

(5) 
ω
矢
伴
鮮
・

且
・

品
大
抜
誓
日
、
我
既
付
散
氏
田
器、

有
爽
質
、
余
有
散
氏
心
賊
、
則
専
千
罰
千
、
停
棄

之
。
鮮
・
且
・
奨
放
則
誓
。
遁
停
西
宮
嚢
・
武
父
誓

日
、
我
既
付
散
氏
潔
田
・
艦
回
、
余
有
爽
襲
、
寺
千

罰
千
。
西
宮
裏
・
武
父
則
誓
。

(7) 

阪
受
固
矢
王
。
子
豆
新
宮
東
廷
。

矢
人
の
有
司
に
し
て
眉
の
旬
た
る
鮮

・
且

・
蚊

・
武
父

・
西
宮

n
ぺ
υ

嚢
、
豆
人
の
虞
た
る
ち

・
条
た
る
貞
・
師
氏
た
る
右
管
、
小
門
人
の

謀
、
原
人
の
虞
た
る
葬
・
惟

・
司
工
た
る
虎
孝

・
間
た
る
盟
父
、
碓

人
の
有
司
た
る
刑

・
ぢ
。
凡
そ
十
有
五
夫
、
眉
の
矢
が
散
に
舎
し
た

る
田
を
正
す
e

(4) 

司
土
た
る
前
ノ寅
、
司
馬
た
る
賀
塁
、
親
人
の
司
工
た
る
掠
君

・
宰

た
る
徳
父
、
散
人
の
小
子
に
し

て
眉
の
旬
た
る
戎
・
赦
父

・
始以柴

父
、
口
之
有
司
た
る
東
・
州
寮

・
焚
仏
国
向
。
凡
そ
散
の
有
司
十
夫
。

Fh
d
 

こ
れ
王
の
九
月
、
辰
は
乙
卯
に
在
り
。
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(6) 

矢

鮮

・
且

・
品
大
放
を
し
て
誓
わ
し
め
て
日
く
、
「
我
既
に
散
氏

に
田
器
を
付
し
た
り
。
爽
賀
す
る
こ
と
有
り
、
余
に
散
氏
を
心
賊
と

す
る
こ
と
有
ら
ば
、
則
ち
寺
千
罰
千
、
俸
し
て
こ
れ
を
棄
て
よ
」

と
。

鮮
・
且
・
突
放
則
ち
誓
う
。
遁
ち
西
宮
裏

・
武
父
を
し
て
誓
わ
し
め

て
日
く
、
「
我
既
に
散
氏
に
深
田
・

暗
回
を
付
し
た
り
。
余
に
爽
雛

有
ら
ば
、
司
寸
千
罰
千
な
ら
ん
」
と
。
西
宮
嚢
・
武
父
則
ち
誓
う
。

(8) (7) 

阪
の
園
を
授
け
る
は
矢
王
な
り
。
豆
の
新
宮
の
東
廷
に
予
て
す
。

ω
阪
左
執
綾
史
正
仲
農
。

文
首
の

ωは
土
地
移
譲
の
原
因
を
い
う
。
矢
が
「
散
邑
」
を
侵
害
し
た
た
め
、
そ
の
賠
償
と
し
て
敢
に
土
地
が
移
譲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
部
分
は
、
五
杷
衛
鼎

ω、
九
年
衛
鼎
仰
な
ど
に
相
賞
す
る
。

阪
の
綾
を
左
執
す
る
は
、
史
正
た
る
仲
農
な
り
。



ゅ
は
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
麗
界
を
い
う
。
矢
か
ら
散
へ
移
譲
さ
れ
る
土
地
は
、
「
膚
」
・
「
盾
井
邑
田
」
に
二
分
さ
れ
て
お
り
)
そ
れ
ぞ
れ
詳

(お〉

細
に
そ
の
彊
界
を
記
す
。
こ
の
記
述
に
基
づ
い
て
矢
か
ら
散
へ
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
復
原
を
め
ざ
す
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
記
述
に
は
具

値
的
距
離
な
ど
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
そ
の
土
地
の
大
要
は
知
り
得
る
と
し
て
も
完
全
な
復
原
は
困
難
で
あ
る
。

'特
に
菰
界
設
定
の
基

準
と
な
る
「
第
遁
」

・
「
原
道
」
・
「
盾
道」
，
等
と
帯
さ
れ
る
道
は
、
そ
れ
ぞ
れ
匁
・
原
・
眉
と
い
う
地
名
に
よ

っ
て
名
附
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
地
名
が
移
譲
さ
れ
る
土
地
に
含
ま
れ
る
か
否
か
は
こ
の
部
分
の
記
述
の
み
か
ら
剣
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ω及
び

ωは
、
土
地
の
移
譲
手
綱
き
へ
の
参
加
者
を
い
う
。
従
来
こ
の
南
部
分
は
共
に
彊
界
設
定
を
行
な
う
人
聞
を
記
し
た
も
の
と
理
解
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
第
一
一
章
一
で
指
摘
し
た
よ
う
に
銘
文
上
で
は
譲
渡
側
・
受
領
側
に
明
確
な
役
割
り
分
措
が
あ
り
、
本
銘
も
同
様
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
譲
渡
者
矢
の
有
司
で
始
ま
る

ωは
譲
渡
側
の
彊
界
設
定
を
行
な

っ
た
人
聞
を
記
し
、
「
眉
の
矢
が
散
に
合
し
た
る
田

を
正
す
」
と
誼
界
設
定
を
い
う
一
句
は
、
次
の

ωに
も
か
か
る
の
で
は
な
く
、
こ
の

ωに
の
み
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
五
肥
衡
問
問

ω及

び
九
年
衛
鼎

ωに
相
嘗
す
る
。
一
方
、

「凡
そ
散
の
有
司
十
夫
」
と
穂
括
さ
れ
る

ωは
受
領
側
の
人
聞
を
い
い
、
彼
ら
は
華
街
諸
器
の
受
領
者

華
街
の
小
子
家
・

戟

・
者
其
及
び
臣
蹴
と
立
場
を
同
じ
く
す
る
。
「
凡
そ
散
の
有
司
十
夫
」
と
受
領
者
散
の
「
属
僚
」
で
あ
る
こ
と
を

τ

明
確
に
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い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
中
に
「
散
人
の
小
子
」
と
小
子
が
登
場
す
る
こ
と
は
裏
衛
諸
器
の
受
領
側
の
人
間
と
同
じ
で
あ
り
、
「
逆
」
・

竹製
鋼
」J

な
ど
の
具
鰻
的
行
震
が
記
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
は
、
五
把
衛
鼎
附
及
び
九
年
衛
鼎

ω

に
相
嘗
す
る
。

同
の
「
こ
れ
王
の
九
月
、
辰
は
乙
卯
に
在
り
。
」
の
紀
年
に
績
く

ωは、
ωに
「
散
人
有
司
眉
旬
」
と
し
て
名
の
み
え
る
鮮
・
且
・
武
父
・

西
宮
嚢
と
放
に
代
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
呉
放
の
五
人
に
よ
る
「
誓
」

が
二
回
に
分
け
て
記
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
回
器
」
・
「
深
田
、

橋
田
」

の

移
譲
一
を
確
認
し
、
ー高

一
違
約
が
あ
っ
た
場
合
に
は
「
寺
千
罰
千
」
(
罰
金
及
び
鞭
千
〉
が
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
刑
罰
の
珠
告
の
自
誓
の
形
を
と
っ

て
い
る
。
「
深
田
・
暗
田
」
が
何
を
指
す
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、

「
回
器
」
は
耕
作
農
具
一
切
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
土
地
の
移
譲
は
そ
れ
に

21 

附
随
す
る
農
具
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

y 



22 

的
は
、
豆
の
新
宮
の
東
廷
に
お
い
て
、
譲
渡
者
矢
(
こ
こ
で
は

「矢
玉
」
と
稽
さ
れ
る
〉
が
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
地
園
を
給
付
す
る
こ
と
を
い

(
却
)

ぅ
。
こ
れ
は
他
の
土
地
移
譲
金
文
に
は
見
出
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
『
雄
記
』
曲
躍
上

「
献
田
宅
者
操
書
致
」
の
正
義
に

「田
宅
は
土
に

著
く
、
故
に
板
園
書
萱
を
以
て
之
を
致
す
」
と
い
う
如
く
、
土
地
の
移
譲
に
際
し
て
は
一
般
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
加
〉

矧
の
「
綾
」
は
契
要
の
こ
と
で
あ
り
、
史
正
の
官
で
あ
る
仲
農
が
こ
の
契
約
に
立
曾
い
、
そ
の
履
行
を
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
。

こ
れ
も
土

た
す

地
移
譲
金
文
に
そ
の
類
例
を
見
出
し
難
い
も
の
で
あ
る
が
、
或
い
は
胃
仏
謹
の
「
阪
右
胃
日
以
善
夫
克
(
販
の
膏
日
以
を
右
け
る
は
善
夫
克
な
り
)」

が
こ
れ
に
相
嘗
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
数
民
盤
は

ω!ω
の
銘
文
前
宇
部
に
お
い
て
第
一
一
章
一
で
指
摘
し
た
土
地
移
譲
金
文
の
形
式
を
既
に
具
え
、

ωJωの
後
半

部
は
他
に
類
例
を
見
出
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
半
部
は
、
土
地
の
移
譲
手
摺
き
の
中
で
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い

(
幻

)

う
問
題
を
含
め
て
、
興
味
深
い
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、

本一章一
の
直
接
の
関
心
か
ら
は
ず
れ
る
の
で
こ
れ
以
上
の
言
及
は
避
け
る
。

そ
れ
で
は
、
矢
か
ら
散
へ
移
譲
さ
れ
る
「
眉
」
・
「
眉
井
口
巴
田
」
は
如
何
な
る
支
配
・
管
理
形
態
を
も
っ
土
地
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
五
杷
衛
鼎
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「
回
四
国
」

・
九
年
衡
鼎
「
林
宮
里
〈
顔
林
)
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
前
者
は
譲
渡
者
邦
君
腐
と
彼
の
「
属
僚
」
に
よ

っ
て
管
理
・

経
経
由
さ
れ
る
土

地
で
あ
る
の
に
封
し
、
後
者
は
顔
陳
と
彼
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理
・
経
営
さ
れ
る
土
地
の
上
位
の
支
配
擢
を
譲
渡
者
矩
が
有
す
る
と
い
う

異
な
る
形
態
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
違
い
は
銘
文
に
お
い
て
は
彊
界
設
定
を
行
な
う
人
聞
の
構
成
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で

あ
っ
た
。
従
っ
て
散
氏
盤
の
「
眉
」
・
「
眉
井
邑
田
」
の
支
配
・
管
理
形
態
は
、
譲
渡
側
の
人
聞
を
記
し
た

ωの
分
析
を
逼
し
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

(
m
M
)
 

ωに
一
記
さ
れ
た
十
五
人
は
、
「
矢
人
」

・
「
豆
人
」
・
「
小
門
人
」
・
「
原
人
」

・
「
碓
人
」

の
如
く
「
某
人
」
と
い
う
表
現
で
大
別
さ
れ
る
。
こ
の

う
ち
「
原
人
」
の
原
・
「
碓
人
」
の
碓
は
、
土
地
の
霊
界
を
い
う

ωに
「
原
遣
に
封
ず
で

「
碓
莫
に
至
る
」
と
し
て
み
え
、
さ
ら
に

「
豆
人
」

の
豆
は
仰
に
コ
旦
の
新
宮
の
東
廷
に
子
て
す
」
と
あ
り
、
銘
文
に
は
み
え
な
い
小
門
を
も
含
め
て
移
譲
さ
れ
る
土
地
に
含
ま
れ
る
地
名
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
仙
の
「
散
人
小
子
眉
旬
」
の
散
が

ωに
「
散
邑
」
と
し
て
み
え
る
よ
う
に
、
散
氏
盤
の
銘
文
に
お
い
て
は
「
人
」
と



「
邑
」
が
制
割
腹
し
て
使
用
さ
れ
、
譲
渡
側
の
「
矢
人
」
「
豆
人
」
な
ど
と
稽
さ
れ
る
人
々
も
そ
れ
ぞ
れ
矢
邑
・
豆
邑
な
ど
の
巴
の
人
聞
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
。

譲
渡
側
の
最
初
に
記
さ
れ
た
「
矢
人
有
司
眉
旬
」
と
は
、
有
司
が
「
職
務
的
主
従
関
係
」
を
も
っ
者
の
稀
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
譲
渡
者
矢
と

「
有
司
眉
旬
」
と
一
見
官
職
の
重

(

お

〉

複
し
た
肩
書
を
も
つ
の
は
、
矢
一
一
族
が
西
周
一
初
以
来
の
雄
族
で
多
く
の
有
司
と
贋
い
支
配
地
を
有
し
て
い
た
た
め
、
特
に
眉
の
旬
官
で
あ
る
こ

「
職
務
的
主
従
関
係
」
を
も
っ
矢
邑
の
人
聞
で
、
具
鰻
的
な
職
掌
が
眉
の
旬
官
で
あ
る
者
を
い
う
。
彼
ら
が

と
を
記
す
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
矢
か
ら
散
へ
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
彊
界
設
定
を
譲
渡
者
矢
の
有
司
で

あ
る
「
矢
人
有
司
眉
旬
」
が
行
な
う
の
は
、

五
把
衛
鼎
に
お
い
て
譲
渡
者
邦
君
腐
の
「
属
僚」
、が
彊
界
設
定
を
行
な
う
の
と
そ
の
立
場
を
同
じ

く
す
る
。
譲
渡
側
の
人
聞
の
構
成
は
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
支
配
・
管
理
形
態
を
反
映
す
る

v

の
で
あ
る
か
ら
、
散
氏
盤
に
記
さ
れ
た
土
地
の
中
に

は
五
杷
衛
鼎
の
「
回
四
回
」
と
同
じ
支
配
・
管
理
形
態
、
す
な
わ
ち
支
配
者
の
「
属
僚
」
広
よ
っ
て
管
理
・
経
営
さ
れ
る
土
地
が
含
ま
れ
て
い
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た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
豆
人
」

・
「原
人
」
・
「
小
門
人
」
・
「
碓
人
」
と
稽
さ
れ
る
人
聞
は
、
矢
の
有
司
で
あ
る
‘「
矢
人
有
司
眉
旬
」
と
並
記
さ
れ
、

2

彼
ら
と

〈
川
口

は
異
な
る
立
場
で
彊
界
設
定
を
行
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
ロ
巴
は
移
譲
さ
れ
る
土
地
に
含
ま
れ
る
と
考
え

ら
れ
、
こ
の
度
の
移
譲
は
彼
ら
の
ロ
巴
に
劃
す
る
上
位
の
支
配
穫
が
矢
か
ら
散
へ
移
譲
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
上
位
の
支
配

檀
が
移
譲
さ
れ
る
際
、

p

邑
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の
か
。
時
代
は
下
る
が
『
春
秋
左
氏
惇
』
成
公
三
年
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

秋
、
叔
孫
僑
如

聴
を
園
む
。
改
陽
の
回
を
取
り
、
椋
服
せ
ず
。
故
に
之
を
固
め
り
。

投
陽
の
回
が
斉
か
ら
魯
へ
返
還
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
椋
巴
が
こ
れ
に
服
さ
ず
、
叔
孫
儒
如
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
こ
と
を

い
う
。
こ
の
記
事
は
、
練
邑
に
劃
す
る
支
配
植
が
移
譲
さ
れ
る
際
、
そ
の
結
果
は
ど
う
あ
れ
椋
邑
が
そ
の
移
譲
に
劃
し
て
主
睦
的
に
抵
抗
し
え

23 

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
増
淵
龍
夫
氏
の
研
究
で
知
ら
れ
る
河
内
の
陽
費
・
原
な
ど
の
邑
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
を
認
め
う
る
の
で

〈

お

)

あ
る
。
例
え
ば
『
春
秋
左
氏
傍
』
信
公
二
十
五
年
に
、
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之
〈
菅
侯
〉
に
陽
奨
・
温
・
原
・
梗
茅
の
田
を
興
う
。
膏
是
に
於
て
始
め
て
南
陽
を
啓
く
。
陽
奨
服
せ
ず
、
之
を
園
む
。
:
:
:
乃
ち
其
の

民
を
出
す
。
:
:
:
多
、
普
侯

る
。
原
伯
貫
を
翼
に
遷
す
。

と
、
周
王
か
ら
菅
文
公
へ
の
賜
輿
に
劃
し
て
陽
撲
・
原
の
二
邑
が
抵
抗
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
邑
が
上
位
の
支
配

原
を
園
み
、

三
日
の
糧
を
命
ず
。
原
降
ら
ず
。
命
じ
て
去
ら
し
め
ん
と
す
。
:
:
:
一
舎
を
退
く
に
、
原
降

権
の
移
譲
に
劃
し
て
主
睦
的
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
散
氏
盤
の
「
豆
人
」
・
「
原
人
」
等
の
人
聞
は
、
ま
さ
に
上
位
の
支
配
権
の
移

譲
に
射
し
主
値
的
行
動
を
と
り
う
る
も
の
と
し
て
、
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
彊
界
設
定
を
行
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
爾
雅
』
樟

言
に
「
里
、
白
巴
な
り
」
と
い
う
如
く
、
九
年
衛
鼎
の
「
林
宮
里
(
顔
林
〉
」
に
劃
す
る
上
位
の
支
配
権
が
矩
か
ら
華
街

へ
移
譲
さ
れ
る
の
に
際

し
、
そ
の
土
地
を
管
理
・

経
営
す
る
顔
陳
と
彼
の
「
属
僚
」
が
彊
界
設
定
を
行
な
う
の
と
立
場
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
豆

(
お
)

回
巴
・
原
邑
な
ど
の
ロ
巴
に
射
す
る
穂
陸
的
支
配
権
が
矢
か
ら
散
へ
移
譲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
受
領
側
が
「
九
そ
散
の
有
司
十
夫
」
と
明
確
に
受
領

と
「
豆
人
」
・
「
原
人
」
等
と
い
う
異
な
る
立
場
を
も
っ
者
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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者
散
の
有
司
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
に
射
し
、
譲
渡
側
が
「
凡
そ
十
有
五
夫
」
と
そ
の
総
数
を
い
う
に
と
ど
ま
る
の
は
、
譲
渡
側
に
矢
の
有
司

散
氏
盤
に
記
さ
れ
た
譲
渡
側
の
彊
界
設
定
を
行
な
う
人
聞
の
分
析
に
よ
り
、
矢
か
ら
散
へ
移
譲
さ
れ
る
土
地
は
、
「
矢
人
有
司
眉
旬
」
と
稽

さ
れ
る
譲
渡
者
矢
の
有
司
に
よ
っ
て
管
理
・
経
営
さ
れ
る
部
分
と
、
豆
邑
・
原
邑
な
ど
の
邑
を
縮
瞳
的
に
支
配
す
る
部
分
に
大
別
さ
れ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
移
譲
さ
れ
る
土
地
の
彊
界
を
い
う
散
氏
盤

ωを
み
る
と
、
移
譲
さ
れ
る
土
地
は
「
眉
」

と
「
眉
井
田
巴
田
」
の
二
地
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
匿
別
が
譲
渡
側
の
人
間
構
成
か
ら
推
定
さ
れ
る
管
理

・
経
営
形
態
と
ど
の
よ
う
に
関
わ

る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
「
眉
」
は
豆
邑
・
原
邑
な
ど
を
含
ん
だ
大
地
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
眉
井
邑
田
」
と
は
如
何
な
る
土
地
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
か
。

散
氏
盤

ωに
「
散
邑
」
と
い
い
、
そ
れ
に
封
臨
臆
す
る
形
で

ωに
「
散
人
小
子
眉
旬
」
の
如
く
「
散
人
」
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
「
井

口
巴
」
の
構
成
員
は
井
人
と
稽
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
移
譲
さ
れ
る
土
地
に
含
ま
れ
る
豆
邑
・
原
邑
な
ど
の
人
聞
で
あ
る
コ
旦
人
」
・
「
原



人
」
雄
一
す
が
こ
の
移
譲
に
主
瞳
的
存
在
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
以
上
、
「
眉
井
邑
田
」
が
移
譲
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
記
さ
れ
る
井
人
は
同
様
に
移

譲
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
丸
る
。
と
こ
ろ
が
、
譲
渡
側
の
人
聞
に
は
井
人
は
登
場
せ
ず
、

し
か
も
譲
渡
側
の
人
聞
は
「
凡
そ
十
有
五
夫
」
と

組
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

彼
ら
井
人
が
省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
上
位
の
支
配
権
の
移

譲
に
劉
し
邑
の
構
成
員
が
主
瞳
的
存
在
と
し
て
関
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
眉
井
巴
田
」
は
そ
の
よ
う
な
人
聞
を
も
た
な
い
土
地
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
す
な
わ
ち
「
眉
井
邑
田
」
と
は
、
眉
に
あ
っ
た
井
邑
の
土
地
が
井
邑
か
ら
分
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ

の
主
盤
的
管
理
者
を
失

ぃ
、
お
そ
ら
く
は
譲
渡
者
矢
の
有
司
「
矢
人
有
司
眉
旬
」
に
よ
っ
て
管
理
・
経
営
さ
れ
る
土
地
に
饗
質
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
る
の
で
あ

る
。
「
回
」
は
!支
配
者
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理
・
経
営
さ
れ
る
土
地
の
稀
で
あ
り
、
こ
の
「
眉
井
邑
田
」
が
特
に

〈
釘
〉

ら
れ
る
の
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
田
」
を
附
し
て
稿
せ

散
氏
盤
の
銘
文
か
ら
は
、
邑
に
よ
っ
て
主
睦
的
に
管
理
・
経
営
さ
れ
て
い
た
土
地
が
分
断
さ
れ
、
他
者
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理
・
経
営
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さ
れ
る
土
地
に
慶
賀
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
信
鼎
の
第
二
段
に
よ
っ
て
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
雷
鼎
第
二
段
は

澗
損
多
く
逼
樺
を
得
が
た
い
部
分
も
あ
る
が
、
月
日
と
限
と
の
聞
に
な
さ
れ
た
「
五
夫
」
の
貰
買
契
約
に
閲
す
る
提
訴
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の

〈
お
〉

記
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
銘
文
に
い
う
。

:
:
・
宙
則
奔
稽
首
、
受
蕊
五
夫
日
陪
日
恒
日
藷
田
口
日
管
。
使
号
以
告
曲
。
遁
伴
口
以
信
酒
及
羊
紙
三
号
、
用
致
蛮
人
。
宙
廼
詩
子
商
・
:

・
:
日
、
必
常
伴
鹿
厭
邑
守
田
駅
因
。
曲
則
停
復
命
日
、
諾
。
ハ
宙
則
ち
奔
し
稽
首
し
て
、
悲
の
五
夫
、
陪
と
日
い

・
恒
と
日
い
・
轄
と
白
い
・

口
と
日
い
・
雷
と
日
う
を
受
く
。
間
寸
を
し
て
以
て
酷
に
告
げ
し
む
。
遁
ち
口
を
し
て
信
の
酒
及
び
羊
・
紙
三
専
を
以
て
、
用
て
廷
の
人
を

致
さ
し
む
。
月
日
遁
ち
舗
に
謡
え
て
:
:
:
日
く
、
「
必
ず
常
に
肢
の
巴
に
慮
り
、

販
の
田
を
回
つ
く
ら
し
め
よ
」
と
。
踊
遁
ち
復
命
せ

し
め

て
日
く
、
「
諾
せ
り
」
と
。
)

陪
・
恒
・
藷
・
口
・
管
と
稿
さ
れ
る
「
五
夫
」
の
貰
買
が
完
了
し
た
の
も
、
彼
ら
の
新
た
な
支
配
者
で
あ
る
宙
か
ら
彼
ら
の
管
理
者
で
あ
っ

た

25 

踊
(
信
の
」訴
訟
の
相
手
で
あ
っ
た
限
の
「
属
僚
」
で
あ
ろ
う
)
に
劃
し
て
「
必
ず
阪
の
巴
に
慮
り
、
販
の
回
を
回
つ
く
ら
し
め
よ
」
と
い
う
要
請
が
な



26 

さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
「
五
夫
」
は
「
肢
の
巴
に
慮
り
」
と
い
う
如
く
自
ら
の
邑
に
居
住
し
て
は
い
る
も
の
の
、
責
買
契
約
の
物
件
と
し
て
限
か

ら
雷
に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
も
は
や
邑
の
構
成
員
と
し
て
そ
の
土
地
の
管
理

・
経
営
に
主
鐙
的
に
関
わ
る
存
在
で
は
あ
り

え
な
い
。
そ
れ
故
に
彼
ら
の
耕
作
す
る
土
地
は
「
阪
の
田
を
田
つ
く
ら
し
め
よ
」
の
如
く
「
田
」
と
稽
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第

一
章
で
扱
っ

た
五
把
街
鼎
の
土
地
の
誼
界
を
い
う

ωに
、
「
田
四
田
」
の
移
譲
に
際
し
て
「
遁
ち
寓
を
肢
の
邑
に
舎
す
」
と
ロ
巴
に
寓
(居

庭
〉
を
興
え
る
こ
と
を
い
う
の
は
、

こ
の
散
氏
盤
や
宙
鼎
第
二
段
か
ら
窺
え
る
邑
が
分
断
さ
れ
て
「
田
」
に
饗
質
し
て
い
く
と
い
う
情
況
を
踏

ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

-初め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
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華
街
諸
器

・
棚
生
箪

・
大
箪
・
散
氏
盤
等
の
土
地
移
譲
金
文
は
、
そ
の
記
述
に
出
入
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
紀
年

・
土
地
移
譲
の
原

因
・
土
地
の
涯
界
・
譲
渡
側
に
よ
る
土
地
の
彊
界
設
定
・
受
領
側
に
よ
る
一
連
の
儀
躍

・
作
器
と
い
う
文
書
形
式
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

移
譲
さ
れ
る
土
地
の
支
配

・
管
理
形
態
は
、
銘
文
上
で
は
彊
界
設
定
を
行
な
う
譲
渡
側
の
人
聞
の
構
成
に
反
映
さ
れ
る
。
具
盤
的
に
は
、
五

把
衛
鼎
「
田
四
国
」
の
移
譲
に
際
し
て
は
そ
の
土
地
を
管
理

・
経
営
し
て
い
た
譲
渡
者
邦
君
属
の
「
属
僚
」
が
彊
界
設
定
を
行
な
う
の
に
封

し
、
九
年
衛
鼎
「
林
宮
里
(
顔
林
)
」
の
移
譲
は
里
に
劃
す
る
上
位
の
支
配
樺
の
移
譲
で
あ
り
、
麗
界
設
定
は
そ
の
土
地
を
共
同
鐙
的
性
格
を
残

し
て
主
鐙
的
に
管
理

・
経
管
し
て
い
た
顔
陳
と
彼
の
「
属
僚
」
が
行
な
う
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
散
氏
盤
の
矢
か
ら
散
に
移
譲
さ
れ
た
土
地
は
、

そ
こ
に
記
さ
れ
た
譲
渡
側
の
人
聞
の
分
析
か
ら
、
譲
渡
者
矢
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理

・
経
営
さ
れ
て
い
た
土
地
と
豆
邑
・
原
邑
な
ど
を
組

値
的
に
支
配
す
る
土
地
の
二
種
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
、

「
眉
井
ロ
巴
回
」

と
稽

さ
れ
る
土
地
は
「
井
邑
」
が
分
断
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
そ
の
主
鐙
的
管
理
者
を
失
っ
た

「
回
」
に
塑
質
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き

る
の
で
あ
っ
た
。



支
配
者
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理
・
経
営
さ
れ
る
「
回
」
は
邑
の
分
断
に
よ
っ
て
の
み
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
未
墾
地
の

開
墾
な
ど
に
よ
っ
て
も
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

「
田
」
は
先
に
指
摘
L
た
よ
う
に
周
王
か
ら
陪
臣
に
至
る
ま
で
等
し
く
領

(

柏

却

)

有
し
え
た
も
の
で
あ
り
、
「
封
建
」
と
は
異
な
っ
た
小
規
模
な
経
営
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
土
地
経
営
の
普
及
は
、
例

(
仙
叫
〉

え
ば
陪
臣
の
地
位
の
上
昇
な
ど
西
周
王
朝
の
構
造
自
躍
に
深
刻
な
影
響
を
興
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
り
贋
汎
な
影
響
及
び
王
樺
の
そ
れ

へ
の
封
庫
、
さ
ら
に
「
回
」
を
形
成
さ
せ
る
に
至
っ
た
佐
倉
構
造
な
ど
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

と
し
て
展
開
す
る
春
秋
時
代
と
の
関
連
も
併
せ
て
今
後
の
課
題
と
な
る
。

ま
た
本
稿
で
扱
っ
た
地
域
は
快
西
省
を
中
心
と
す
る
西
周
の
王
畿
の
み
で
あ
り
、
東
方
の
「
封
建
」
諸
侯
と
の
関
連
及
び
そ
こ
を
中
心
舞
蓋

表

五 九 一 側 大 散

衛記鼎 年衛鼎 年街悉 生 氏

箪 筆 盤

紀 年 1.8 1 1 1 1 5 

原 因 2 2 2 2 2 1 

衰燈覆輿覆著"'~ 一3 

王官の関輿 3 3.4 3 

彊 界 4 2 

一彊界設定 5 4 s 4 3 

彊す界る設鱈奥定に射 5 5 

受領側の饗臆 6 6 5 4 
ト一一一

誓 6 
ト一一

授 間 7 

i4 
確 認 (1) 8 

作 器 7 7 6 5 6 

附

27 

表中の数字は，本文中に引用した各銘文

の段落に附されたものである。
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2B. 

註(
1
)

腐
懐
清
・
呉
鎖
燦
・
維
忠
如
・
志
儒
「
隊
西
省
岐
山
脈
董
家
村
西
周

銅
器
客
穴
設
掘
簡
報
」
、
林
甘
泉
「
針
西
周
土
地
関
係
的
幾
黙
新
認
識
|

讃
岐
山
董
家
村
出
土
銅
器
銘
文
|」、

唐
蘭

「
隙
西
省
岐
山
豚
董
家
村
新

出
西
周
重
要
銅
器
銘
僻
的
穣
文
和
注
稗
」

(以
上
『
文
物
』
一
九
七
六
年

第
五
期
)
。
唐
蘭
「
用
青
銅
器
銘
文
来
研
究
西
周
史
|
綜
論
賛
鶏
市
近
年

設
現
的
一
批
青
銅
器
的
重
要
歴
史
債
値
|
」
、
周
濠
「
短
伯
、
裟
街
雨
家

族
的
消
長
輿
周
躍
的
崩
壊
」
(
以
上
『
文
物
』
一
九
七
六
年
第
六
期
〉
。
伊

藤
道
治

「袋
街
諸
器
考
1

西
周
期
土
地
所
有
形
態
に
関
す
る
私
見
|」

(
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
十
七
巻
第
一
続
三
白
川
静
『
金
文
通
穣
』

(以
下

『
通
稗
』
)
第
四
九
瞬
一
一
、
夜
街
蚕
〈
『
白
鶴
美
術
館
誌』、

一
九
七
八

年
)
。
越
光
賢

「
従
夜
術
諸
器
銘
看
西
周
的
土
地
交
易
」
(『周
代
位
曾
排

析
』
、
人
民
出
版
社
、
一
九
八

O
年
)
。
黄
盛
薄
「
街
歪
・
鼎
中
。
陛
♀
輿

H

炉
回
H

及
其
牽
渉
的
西
周
回
制
問
題
」

(『
文
物
』
一
九
八
一

年

第
九

期
〉
。
李
摩
動

「
西
周
金
文
中
的
土
地
綿
製
」
(
『
光
明
日
報
』
一
九
八
=
一

年
一
一
月
三

O
日
〉
な
ど
。

(
2
)

貝
塚
茂
樹
『
中
園
古
代
史
皐
の
設
展
』
(
『
貝
塚
茂
樹
著
作
集
』
第
四

巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
)
一
四
二

l
一
四
三
頁
。

(

3

)

伊
藤
道
治
「
裟
術
諸
器
考
」
〈
前
掲
誌
〉
、
同
「
西
周
時
代
の
裁
例
制

度
に
つ
い
て」

(『
一
二
十
周
年
記
念

論

集

紳
戸
大
皐
文
拳
部
』
、

一
九
七

九
年
〉
な
ど
。

(

4

)

夜
衡
諸
器
に
闘
す
る
諸
研
究
の
中
心
課
題
の
一
つ
は
、
五
把
衛
鼎

「
貯
田
五
回
」
・

一
二
年
術
蚕

「
才
八
十
朋
、
阪
貯
其
舎
回
十
回
」
な
ど
に
み

え
る

「
貯
」
の
解
稗
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
は
糞
盛
時
岬

「衡
蚕
・
鼎
中
H
位
日

興
H

炉
問
H

及
其
牽
捗
的
西
周
回
制
問
題
」
(
前
掲
誌
)
の
設
広
従
う
。

ん

5
)

伊
藤
道
治

「
夜
衛
諸
務
考
」
(前
掲
誌
)
。

(
6
)

唐
蘭
「
略
論
西
周
微
史
家
族
容
積
銅
紫
群
的
重
要
意
義
|
隙
西
扶
風

新
出
踏
盤
銘
文
解
緯
|
」
(
『
文
物
』
一

九
七
八
年
第
三
期
〉
な
ど
。

(
7

)

唐
蘭
「
除
西
省
岐
山
鯨
董
家
村
新
出
西
周
重
要
銅
器
銘
僻
的
態
文
和

注
穣
」
(
前
掲
誌〉。

(
8
)

郭
抹
若

「
臣
辰
益
銘
考
緯
」

(『
金
文
叢
考
』
探
銘
考
棒
、
人
民
出
版

社
、
一
九
五
四
年
)
。

(

9

)

過
去
こ
の
器
は
格
伯
箆
と
も
稀
さ
れ
た
が
、
「
三
十
回
」
に
射
す
る

権
利
が
格
伯
か
ら
側
生
に
移
り
、
従
っ
て
作
器
者
は
倒
生
で
あ
る
こ
と

は、

五
記
衛
鼎
と
の
比
較
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に

唐
関
「
用
青
銅
器
銘
文
来
研
究
西
周
史
」
(
前
掲
誌
〉
、

策
盛
時
岬
「
街
蚕

・

鼎
中
H
貼

F
H

輿
H

炉
回
H

及
其
牽
渉
的
西
周
回
制
問
題
」
(前
掲
誌
〉

な

ど
が
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
「
旬
に
安
彼
す
」
と
は
、
『
遁
穣』

第
二

O
輯
一

一
二
、
倒
生
段

に
「
按
行
定
界
」
と
四
押
す
る
の
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
叩
〉
郭
沫
若

『
雨
周
金
文
僻
大
系
図
録
放
稗
』
(
以
下

『
大
系
』
)
八
一

菜
、
格
伯
筆
に
「
用
典
格
伯
田
、
典
如
今
雪
国
記
録
或
登
録
」
と
い
う
。

(
日
〉
伊
藤
道
治
「
裟
衛
諸
器
考
」
(
前
掲
誌
)
。

〈ロ
)
木
村
秀
海

「
西
周
金
文
に
見
え
る
小
子
に
つ
い
て
|
西
周
の
支
配
機

構
の
一

一回
l
」
(
『
史
林
』
六
十
回
答
六
競
)
。

(刊
日
)
腐
懐
清

・
臭
銀
蜂

・
維
忠
如

・
志
儒

「
隙
西
省
岐
山
勝
董
家
村
西
周

銅
器
容
穴
護
掘
衡
報
」
(
前
掲
誌
〉

注
(
幻〉。

(
U
〉

『逼
稗
』
第
四
八
輯
五
、

放
鼎
に
諸
設
を
紹
介
す
る
。

(
臼
〉
例
え
ば
、
唐
蘭

「
快
西
省
岐
山
豚
董
家
村
新
出
西
周
重
要
銅
標
銘
僻

的
務
文
和
注
標
」
(
前
掲
誌
)。
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ハ
叫
山
)
『
通
穆
』
第
二
八
輯
二
ハ
七
、
大
克
鼎
?

(
げ
)
『
大
系
』
一
一
二
葉
、
大
克
鼎
は
「
井
・
匁
・
港
、
均
薗
族
名
」
と

い
い
、
伊
藤
道
治

『
中
園
古
代
王
朝
の
形
成
』
(
創
文
社
、
一
九
七
五
年
〉

「
邑
の
構
造
と
そ
の
支
配
」
は
「
も
と
邪
侯
の
領
内
の
陣
地
方
の
匁
と
い

う
所
に
あ
る
田
」
(
一
九
三
頁
)
と
い
う
。
こ
れ
に
封
し
『
遁
縛
』
第
二

人
絹
二
ハ
七
、
大
克
鼎
は
「
匁
は
お
そ
ら
く
繋
縛
の
字
で
あ
ろ
う
が
、
世
帯

腐
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
俄
に
は
結
論
を
得
が
た
い

が
、
白
川
設
が
す
ぐ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
泊
四
)
『
大
系
』
一
一
四
葉
、
師
般
段
。

(
m
w
〉
『
通
懇
』
第
四
七
斡
「
西
周
史
略
」
に
「
康
宮
王
臣
妾
百
工
」
を

「一例

殿
経
済
的
な
も
の
」
三
六
六
頁
〉
と
す
る
。
ま
た
籾
山
明
「
秦
の
隷
属

身
分
と
そ
の
起
源
隷
臣
妾
問
題
に
寄
せ
て
|
」
(
『
史
林
』
六
十
五
轡
六

続
〉
も
西
周
期
の
臣
妾
に
言
及
す
る
。

(
却
〉
谷
口
一
義
介
「
西
周
時
代
の
籍
回
儀
雄
」
(
『
立
命
館
文
祭
』
四
三

O
l

四
三
二
時
抗
)
。

(
幻
〉
白
川
静
『
詩
経
研
究
・
通
論
篇
』
(
朋
友
書
庖
、
一
九
八
一
年
)
「
農

事
詩
の
研
究
」
一
三
四
頁
・
一
二
三
一

l
三
三
一
一
頁
。

(
辺
)
伊
藤
道
治
『
中
園
古
代
王
朝
の
形
成
』
(
前
掲
〉
「
参
有
翻
考
」
。

(
お
)
例
え
ば
、
陳
夢
家
「
西
周
銅
器
断
代
」
白
(
『
考
古
皐
報
』
第
十
加
〉

一
九
、
令
方
鼻。

〈
M
)

白
川
静
「
画
禅
師
」
(
『
甲
骨
金
文
皐
論
集
』
、
朋
友
書
庖
、

年
〉
二
六

O
l一
一
六
一
頁
。

(
お
)
『
通
四
梓
』
第
二
四
輯
二
二
八
、
史
額
段
。

〈
お
)
『
遁
田
宮
第
九
斡
四
五
、
召
園
器
。

(
幻
)
伊
藤
道
治
「
楽
街
諸
器
考
」
(
前
掲
誌
)
。
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一
九
七
三

(
お
)
例
え
ば
、
『
書
道
全
集
』
〈
卒
九
社
、

一
頁
、
散
氏
盤
。

〈却〉

「欧
受
園
矢
王
(
販
の
固
を
授
け
る
は
矢
王
な
り
と
は
、
楊
樹
達

『
積
微
居
金
文
設
』
巻
一
、
散
氏
盤
三
践
に
「
或
矢
王
授
園
之
倒
文
」
と

い
う
如
く
、
阪
字
が
主
語
に
先
行
す
る
動
詞
(
動
詞
句
〉
を
導
く
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
散
氏
盤
附
の
「
阪
左
執
綾
史
正
仲
由
民
(
阪
の
緩
を
左
執
す

る
は
史
正
た
る
仲
農
な
り
〉
」
の
ほ
か
、
永
孟
の
「
阪
泉
公
出
版
命
井
伯

:
:
:
(
販
の
公
と
阪
の
命
を
出
す
は
井
伯
:
:
:
な
り
〉
」
や
「
欧
率
蓄
、
阪

ひ
き

彊
宋
句
(
販
の
率
い
る
は
蓄
な
り
、
阪
の
彊
す
る
は
宋
句
な
り
と

な
ど

も
そ
の
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
最
後
の
一
例
は
不
明
の
句
と
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
唐
蘭

「
『
永
孟
銘
文
解
穆
』
的
一
些
補
充
|
弁

答
讃
者
来
信
」
(
『
文
物
』
一
九
七
二
年
第

一
一
期
〉
に
「
分
図
的
事
、
率

領
者
是
蓄
、
定
彊
界
的
是
宋
句
」
と
四
揮
す
る
の
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
土

地
の
賜
輿
に
際
し
て
も
磁
界
設
定
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(
鈎
)
『
大
系
』
一
二
九
葉
、
矢
人
盤
。

(
幻
)
松
丸
遁
雄

「
西
周
青
銅
器
製
作
の
背
景
」
〈
『
西
周
青
銅
器
と
そ
の
図

家
』
、
東
京
大
拳
出
版
舎
、
一
九
八

O
年
〉
一
一
五
頁
。

(
沼
)
譲
渡
側
の
人
聞
を
「
矢
人
有
司
」
の
語
に
よ
っ
て
先
ず
線
括
す
る
と

い
う
設
は
、

H
譲
渡
側
と
受
領
側
と
が
区
別
さ
れ
る
書
式
で
、
片
や
「
矢

人
有
司
:
;
:
凡
十
有
五
夫
」
、
片
や
「
:
:
:
凡
散
有
司
十
夫
」
と
総
括
の

方
法
が
異
な
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
口
受
領
側
に
「
散
人
小
子
眉
旬」

と
い
う
表
現
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
矢
人
有
司
眉
旬
」
に
似
割
腹
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
、
国
「
凡
散
有
司
十
夫
」

で
線
括
さ
れ
る
受
領
側
に

「航
人
」
・

「
散
人
」
が
同
等
の
立
場
で
並
記
さ
れ
て
お
り
、
譲
渡
側
の
「
矢
人
」

・

「
豆
人
」
等
も
伺
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
の
一
一
一
知
を
も
っ
て
従
い
難

一
九
五
四
年
)
第
一
巻
、

九

。，u
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、L
V

(

m

品
〉
慮
連
成
・
予
感
卒
「
古
』
大
圏
遺
祉
、
墓
地
調
査
記
」
(
『
文
物
』
一
九

八
二
年
第
二
期
)
。

(
鈍
〉
五
記
術
鼎
に
譲
渡
側
の
人
聞
と
し
て
「
剤
人
敢
」
・
「
井
人
侶
犀
」
が

登
場
す
る
が
、
彼
ら
は
「
腐
有
司
」
と
稽
さ
れ
、
散
氏
盤
の
受
領
側
「
散

有
司
」
と
稽
さ
れ
る
「
奴
人
」
等
と
同
じ
身
分
で
あ
り
、
譲
渡
側
の
「
豆

人
」
・
「
原
人
」
等
と
は
異
な
る
と
考
え
る
。

(
間
山
)
増
淵
龍
夫
『
中
園
古
代
の
祉
舎
と
園
家
』
ハ
弘
文
堂
、
一
九
六
O
年〉

「
先
奏
時
代
の
封
建
と
郡
勝
」。

〈
お
)
『
遁
稗
』
第
四
七
斡
「
西
周
史
略
」
一
四
七
頁
は
、
豆
人
・
原
人
な

ど
の
理
解
は
本
稿
と
異
な
る
が
、
「
こ
の
土
地
移
譲
は
、
い
わ
ば
そ
の
総

種
的
所
有
閥
係
の
ま
ま
で
上
位
所
有
権
の
み
が
移
動
す
る
も
の
と
解
さ
れ

る
よ
と
い
う
。

(
幻
)
散
氏
盤
山
の
「
遁
ち
散
に
郎
え
る
に
回
を
用
て
す
」
の
「
回
」
は
、

「
矢
人
有
司
眉
旬
」
に
よ
っ
て
管
理
・
経
倍
さ
れ
る
土
地
と
、
豆
邑

・
原

邑
な
ど
を
純
値
的
に
支
配
す
る
土
地
の
雨
方
を
含
ん
で
お
り
、
本
稿
に
い

う
支
配
者
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理
・
経
営
さ
れ
る
「
回
」
と
は
異
な

る
概
念
と
な
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
本
文
に
引
い
た
『
春
秋
左
氏
停
』

成
公
三
年
の
線
邑
を
含
む
「
波
陽
田
」
に
相
賞
す
る
も
の
で
、
邑
を
包
含

す
る
い
わ
ば
庚
畿
の
「
回
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
五
犯
衛
鼎
「
回
四
国
」
の
如
く
「
田
若
干
回
」
と
稽
さ
れ
る
「
回
」

ゃ
、
散
民
盤
「
眉
井
邑
田
」
・
宙
鼎
「
慮
欧
邑
、
図
版
図
」
の
如
く
邑
と

封
立
し
て
用
い
ら
れ
る
「
回
」
が
康
義
の
用
法
で
あ
る
と
は
考
え
難
く
、

こ
れ
ら
は
支
配
者
の
「
属
僚
」
に
よ
っ
て
管
理
・
経
経
由
さ
れ
る
い
わ
ば
狭

義
の
「
回
」
と
し
て
、
庚
義
の
「
回
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
お
)
『
遜
緯
』

第
二
三
輯
二
二
五
、

雷
鼎
。
伊
藤
道
治
『
中
園
古
代
王
朝

の
形
成
』

(前
掲
〉
「
邑
の
構
造
と
そ
の
支
配
」
二

O
o
l
ニ
O
八
頁
、
な

と。

(

m

却
〉
西
周
時
代
の
土
地
経
管
に
異
な
る
形
態
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
こ
と

は
、
白
川
静
『
詩
経
研
究
・
通
論
篇
』

(前
掲
〉
「
農
事
詩
の
研
究
」
三
ニ

四
頁
、
『
通
四
梓
』
第
四
六
輯
「
西
周
史
略
」
四
九
貢
、
伊
藤
道
治
「
袈
街

諸
器
考
」
(
前
掲
誌
〉
五
四
貢
、
等
に
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
A
W

〉
『
遁
鐸
』
第
四
七
瞬
「
西
周
史
略
」
一
四
九
頁
。
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A STUDY OF LAND TRANSFER ON WESTERN

　　　　　

ZHOU BRONZE INSCRIPTIONS

　　　　　　　　　　　　　　

Matsui Yoshinori

　　

Bronze inscriptions of the Western Zhou dealing with land such as

the various vessels by Qiu Wei 委衛, Peng Sheng Gui 儒生m, Da Gui

大篁, San Shi Pan 散氏盤, etc. are basicallydocuments consisting of the

date, the reason for land transfer.the boundaries ofland. the establishment

of them by the enfeofifingside, and the specificrituals and the casting of

the vessel by the feoffee.These inscriptions show the whole organization

of land transfer.

　　

The structure of rulership and administration of the enfeoffed territory

can be seen in the organization of the enfeo伍ng side, who undertook the

establishment of the boundaries of land. For example, it is quite clear

in the inscription on the Wu-si-Wei Ding五祀衛鼎thatｔｉａｎ田, the land,

was under immediate administrative management of the enfeo伍ng side.

On the other hand. according to the Jiu-nian-Wei Ding 九年衛鼎it is

obvious that li 里was ａ land with a stratifiedstructure of administra-

tion and rulership.

　　

The

　

land

　

described

　

in

　

the

　

inscription of　San　Shi　Pan was ａ

combination of these two types. The territory mentioned here. Mei-jing-

yi-tian眉井邑田, had possibly suffered ａ destruction of the cooperative

management system ｏｆが邑and gradually deteriorated toａ tｉａｎ田．

TREASURY府AND ARMOURY 庫IN THE

　　　　

WARRING STATES PERIOD

　　　　　　　　　　　　　　　

Sahara Yasuo

　　

In bronze vessel inscriptions of the Warring States period frequent

mention is made of storehouses under the name of treasury or armoury,

ル府ａｎｄ友紀庫. Basically ａ fu is ａ storage place for valuables and com-

modities, while a ku is used for arms, in the Warring States　period.

however, these were no longer mere storehouses, but they also acquired

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


